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市議会の活動に関する実態調査について 
 

この報告書は、全国815市（東京23特別区を含む。）の「令和3年中(令和3年1月1日～令和

3年12月31日)における市議会の活動に関する実態調査」の結果を取りまとめたものである。 

 

1 調査対象   全国815市（東京23特別区を含む。）における令和3年中の市議会 

活動 

2 調査方法   オンライン調査・回答システムによる調査 

3 調査対象期間 令和3年1月1日～令和3年12月31日 

(時点調査については、令和3年12月31日現在) 

※12月定例会が翌年まで会期延長した場合等は、その期間を含む。 

4 調査実施期間 令和4年2月1日～4月28日 

5 回収結果   回収市数 815市 

回収率   100％ 

 

 凡    例  
（1） 各市からの個別回答については、句読点等に若干の編集を加えた以外、原文

のまま掲載している。 

（2） 各割合（％）は、小数点第2位を四捨五入している。これにより、内訳は合計

と一致しない場合がある。 

（3） 「全開催日数」は、会期中開催日数と閉会中開催日数を合算した日数である。 

「年間活動日数」は、全開催日数と市内・市外行政視察日数を合算した日数である。 

（4） 人口段階は下表のとおりとし、アルファベットで表記している。 

なお、人口は、令和3年12月31日現在の住民基本台帳人口（外国人住民を含

む）である。ただし、その時点での統計をとっていない場合は、その直近の時

点の住民基本台帳人口としている。    

5 万 人 未 満 A 287 市 

5 万人以上 10 万人未満 B 247 市 

10 万人以上 20 万人未満 C 149 市 

20 万人以上 30 万人未満 D 47 市 

30 万人以上 40 万人未満 E 29 市 

40 万人以上 50 万人未満 F 21 市 

5 0 万 人 以 上 G 15 市 

指 定 都 市 H 20 市 

合 計 A～H 815 市 
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1　通年会期制

【1-1】通年会期制を採用している市
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【1-2】通年会期制を採用している市の採用状況
49市（令和3年12月31日現在）

市数

13

36

(4.2%) (95.8%)
17 230

通年会期制を
採用している

通年会期制を
採用していない

12 275

(93.1%)
8 141

(5.4%) (94.6%)

(6.9%)

5 42
(10.6%) (89.4%)

4 25
(13.8%) (86.2%)

1 20
(4.8%) (95.2%)

0 15
(0.0%) (100.0%)

2 18
(10.0%) (90.0%)

49 766

定例会を条例で年1回と定めている市
（地方自治法第102条第2項）

根室市、宮古市、北上市、一関市、滝沢
市、登米市、伊達市、南砺市、金沢市、
七尾市、白山市、青梅市、あきる野市、
文京区、墨田区、荒川区、相模原市、横
須賀市、守谷市、那須塩原市、鎌ケ谷
市、藤枝市、犬山市、豊明市、四日市
市、鈴鹿市、枚方市、大東市、大阪狭山
市、京都市、亀岡市、大津市、安来市、
土佐清水市、香美市、壱岐市

(6.0%) (94.0%)

根拠条文 市区名

久慈市、福島市、柏崎市、厚木市、常総
市、坂東市、鳥羽市、四條畷市、守山
市、丹波篠山市、浜田市、小松島市、三
好市

通年会期を採用している市
（地方自治法第102条の2第1項）
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2　定例会・臨時会

【2-1】条例で定めた定例会の回数　
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
275
5～10万人未満
230
10～20万人未満
141
20～30万人未満
42
30～40万人未満
25
40～50万人未満
20
50万人以上
15
指定都市
18
全市
766
全国815市のうち、通年会期制を採用している49市を除いた766市で集計している。

2回：神戸市、明石市　3回：大阪市。

※明石市は、年2回だが任期満了による一般選挙が行われる年は3回。

【2-2】実際に開催した定例会の開催回数　
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
275
5～10万人未満
230
10～20万人未満
141
20～30万人未満
42
30～40万人未満
25
40～50万人未満
20
50万人以上
15
指定都市
18
全市
766
全国815市のうち、通年会期制を採用している49市を除いた766市で集計している。

2回：神戸市、明石市　3回：大阪市。

2回 3回 4回

1回 2回 3回 4回

(0.0%) (100.0%)
0 2750

(0.0%)
0 230

(0.0%) (100.0%)
0 141

0
(0.0%)

0
(0.0%) (100.0%)

0 42
(0.0%) (100.0%)

(0.0%)
0

(0.0%)
1 24

(4.0%) (96.0%)
0 20

0
(0.0%)

0

(0.3%) (99.6%)

(0.0%) (100.0%)
0 15

(0.0%) (100.0%)
1 16

(5.6%) (88.9%)
2 763

(0.0%)
0

(0.0%)
1

(5.6%)
1

(0.1%)

(0.0%) (100.0%)
0 2750

(0.0%)

20

(0.0%) (100.0%)
0 42

(0.0%) (100.0%)

0 230
(0.0%) (100.0%)

0 141

0 24
(0.0%) (96.0%)

0

(0.1%) (99.6%)

(0.0%) (100.0%)
1 16

(5.6%) (88.9%)

(0.0%) (100.0%)
0 15

1 763

(0.0%)
1

(4.0%)
0

(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0

0
(0.0%)

0
(0.0%) (0.3%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

1
(5.6%)

2
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【2-3】定例会の平均会期日数・平均本会議日数　
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均
会期 本会議 会期 本会議 会期 本会議 会期 本会議 会期 本会議
日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数 日数

5万人未満
275
5～10万人未満
230
10～20万人未満
141
20～30万人未満
42
30～40万人未満
24
40～50万人未満
20
50万人以上
15
指定都市
16
全市
763
全国815市のうち、定例会を4回開催している763市の平均値である。

（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

5万人未満
275
5～10万人未満
230
10～20万人未満
141
20～30万人未満
42
30～40万人未満
24
40～50万人未満
20
50万人以上
15
指定都市
16
全市
763
開催した市数の割合は、全国815市のうち、定例会を4回開催している763市の人口段階別の市数を基準としている。

平均開催回数等の各平均は開催市の平均値である。

人口段階別

第1回 第2回 第3回 第4回 第1回～第4回

定例会 定例会 定例会 定例会 定例会

19.8

25.8 5.7 19.7 5.3 25.9 5.4 19.3 5.4 89.5 21.5

23.2 5.1 17.6 4.6 23.4 4.8 17.7 4.7 83.7

22.4

28.6 6.3 20.1 5.5 28.7 5.6 19.3 5.5 94.3 22.3

28.0 6.2 20.1 5.5 27.3 5.7 20.1 5.7 92.3

22.7

27.5 6.6 19.1 6.0 26.1 6.0 18.4 6.1 91.0 24.6

28.0 6.4 18.7 5.6 27.8 5.9 18.5 5.8 89.3

22.7

34.7 7.5 19.4 6.4 33.1 6.4 21.3 6.6 96.4

33.3 6.3 20.3 5.3 33.3 5.9 19.9 5.3 106.7

21.3

【2-4】市長招集臨時会を開催した市

人口段階別 開催した市数 平均開催回数 平均会期日数 平均本会議日数

23.9

25.9 5.7 19.0 5.2 25.8 5.3 18.9 5.3 88.8

246
2.4 2.8 2.5

(89.5%)
198

2.2 3.1 2.5
(86.1%)

114
2.2 2.9 2.5

(80.9%)
36

1.9 2.6 2.3
(85.7%)

19
2.1 4.5 2.6

(79.2%)
15

2.0 3.2 2.7
(75.0%)

650
2.3 3.0 2.5

(85.2%)

11
2.3 3.0 2.5

(73.3%)
11

2.6 4.4 3.7
(68.8%)
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（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

5万人未満
275
5～10万人未満
230
10～20万人未満
141
20～30万人未満
42
30～40万人未満
24
40～50万人未満
20
50万人以上
15
指定都市
16
全市
763
開催した市数の割合は、全国815市のうち、定例会を4回開催している763市の人口段階別の市数を基準としている

平均開催回数等の各平均は開催市の平均値である。

【2-6】議員請求臨時会を開催した市
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

5万人未満
275
5～10万人未満
230
10～20万人未満
141
20～30万人未満
42
30～40万人未満
24
40～50万人未満
20
50万人以上
15
指定都市
16
全市
763
開催した市数の割合は、全国815市のうち、定例会を4回開催している763市の人口段階別の市数を基準としている

平均開催回数等の各平均は開催市の平均値である。

【2-5】議長請求臨時会を開催した市

人口段階別 開催した市数 平均開催回数 平均会期日数 平均本会議日数

18
1.0 1.5 1.2

(6.5%)
21

1.0 1.2 1.0
(9.1%)

13
1.2 1.2 1.2

(9.2%)
4

1.0 1.0 1.0
(9.5%)

4
1.0 1.0 1.0

(16.7%)
2

1.5 2.0 2.0
(10.0%)

0
0.0 0.0 0.0

(0.0%)
0

0.0 0.0 0.0
(0.0%)

62
1.0 1.3 1.2

(8.1%)

人口段階別 開催した市数 平均開催回数 平均会期日数 平均本会議日数

4
1.0 1.0 1.0

(1.5%)
7

1.0 1.1 1.1
(3.0%)

8
1.5 2.5 1.9

(5.7%)
5

1.0 1.4 1.2
(11.9%)

1
1.0 1.0 1.0

(4.2%)
1

1.0 1.0 1.0
(5.0%)

29
1.2 1.7 1.4

(3.8%)

3
1.7 2.3 2.3

(20.0%)
0

0.0 0.0 0.0
(0.0%)
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（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

5万人未満
275
5～10万人未満
230
10～20万人未満
141
20～30万人未満
42
30～40万人未満
24
40～50万人未満
20
50万人以上
15
指定都市
16
全市
763
開催した市数の割合は、全国815市のうち、定例会を4回開催している763市の人口段階別の市数を基準としている

平均開催回数等の各平均は開催市の平均値である。

【2-8】定例会及び臨時会を合わせた全会議の平均開催回数・平均会期日数・
平均本会議日数

（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

人口段階別

5万人未満
275
5～10万人未満
230
10～20万人未満
141
20～30万人未満
42
30～40万人未満
24
40～50万人未満
20
50万人以上
15
指定都市
16
全市
763
全国815市のうち、定例会を4回開催している763市の人口段階別の市数を基準としている。

【2-7】議長招集臨時会を開催した市

人口段階別 開催した市数 平均開催回数 平均会期日数 平均本会議日数

0
0.0 0.0 0.0

(0.0%)

0
0.0 0.0 0.0

(0.0%)

0
0.0 0.0 0.0

(0.0%)

0
0.0 0.0 0.0

(0.0%)

0
0.0 0.0 0.0

(0.0%)

0
0.0 0.0 0.0

(0.0%)

0.0
(0.0%)

0
0.0 0.0 0.0

(0.0%)

0
0.0 0.0

0
0.0 0.0 0.0

(0.0%)

6.3 84.5 21.7

平均開催回数 平均会期日数 平均本会議日数

6.1 93.5 24.1

5.9 98.1 25.4

5.9 99.1 25.0

6.0 106.8 27.2

5.7 93.6 26.9

6.1 93.0 23.9

6.0 109.4 25.1

6.3 135.1 31.9
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【2-9】休日議会の開催事例
（令和3年1月1日～令和3年12月31日、7市7件)

都道
府県

市区名
人口
段階 開催日 会議名 開催内容 傍聴者数

山形県 上山市 A 12月5日 上山市議会第517回定例会 一般質問 35

福島県 喜多方市 A 11月28日
令和3年第9回喜多方市議会
定例会

議長辞職の件 0

富山県 滑川市 A 3月13日
令和3年3月滑川市議会定例
会

本会議（一般質問） 19

東京都 国分寺市 C 2月21日 令和3年第1回定例会
市長の施政方針に対する代
表質問

14

埼玉県 久喜市 C 2月21日 令和3年2月定例会本会議
市政運営並びに予算編成の
基本方針に対する代表質問

11

大阪府 大東市 C 2月28日
令和3年3月大東市議会定例
月議会

代表質問 15

京都府 綾部市 A 3月7日 令和3年3月定例会 一般質問（代表質問） 17
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【2-10】夜間議会の開催事例
(令和3年1月1日～令和3年12月31日、1市1件)

都道
府県

市区名
人口
段階 開催日 開催内容 傍聴者数

大阪府 大東市 C 9月22日 一般質問 6

【2-11】本会議における公聴会、参考人招致、秘密会、流会、出席催告の事例
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

市数 件数

0 0

5 5

3 4

4 4

0 0
出席催告（地方自治法第113条）
を行った事例

会議名

令和3年9月大東市議会定例月議会

事例

本会議における公聴会の開催事例

本会議における参考人の招致事例

本会議を秘密会とした事例

流会となった事例

16



【2-12】定例会及び臨時会の平均傍聴者数　
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

5万人未満
275
5～10万人未満
230
10～20万人未満
141
20～30万人未満
42
30～40万人未満
24
40～50万人未満
20
50万人以上
15
指定都市
16
全市
763

5万人未満
268
5～10万人未満
227
10～20万人未満
143
20～30万人未満
42
30～40万人未満
24
40～50万人未満
20
50万人以上
15
指定都市
18
全市
757

開催事例なし

平均傍聴者数は、通年会期制を採用している46市を除いた769市の中で傍聴者数を把握している757市のうち各臨時会を開催した市で集
計している。

人口段階別
第1回定例会
平均傍聴者数

第2回定例会
平均傍聴者数

第3回定例会
平均傍聴者数

第4回定例会
平均傍聴者数

25.8 23.0 20.2 24.8

33.3 33.1 29.8 36.3

43.9 40.3 31.3 41.5

58.6 53.8 45.3 53.7

62.5

76.4 63.2 50.9 75.4

38.6 35.0 30.8 38.1

81.7 49.0 46.3 60.3

109.6 96.8 106.4 120.4

64.5 54.4 56.5

5.3 2.7 2.6

34.9 開催事例なし

4.3 1.8 1.3

2.3

1.0 0.0

7.1

議長招集
臨 時 会

平均傍聴者数
人口段階別

市長招集
臨 時 会

平均傍聴者数

議長請求
臨 時 会

平均傍聴者数

議員請求
臨 時 会

平均傍聴者数

平均傍聴者数は、全国815市のうち、定例会を4回開催している763市の人口段階別の市数を基準としている

開催事例なし

1.4

3.9 1.8 1.0

1.9

6.5 開催事例なし 3.0

4.9 1.7 1.7

5.4 6.7 5.0
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【2-13】本会議の傍聴における氏名、住所、年齢等の記入の有無
（令和3年12月31日現在）(単位：市の数)

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【2-14】本会議の傍聴に際し、記入が必要な内容
（令和3年12月31日現在、複数回答）（単位：市の数）

人口段階別 氏名 年齢 その他

5万人未満 265 144 107
268 (98.9%) (53.7%) (39.9%)
5～10万人未満 224 79 94
224 (100.0%) (35.3%) (42.0%)
10～20万人未満 130 28 56
132 (98.5%) (21.2%) (42.4%)
20～30万人未満 43 6 16
43 (100.0%) (14.0%) (37.2%)
30～40万人未満 23 3 9
24 (95.8%) (12.5%) (37.5%)
40～50万人未満 19 3 6
19 (100.0%) (15.8%) (31.6%)
50万人以上 13 1 4
13 (100.0%) (7.7%) (30.8%)
指定都市 17 3 4
17 (100.0%) (17.6%) (23.5%)
全市 734 267 296
740 (99.2%) (36.1%) (40.0%)
各割合は、本会議の傍聴の際に氏名等の記入が必要である740市の人口段階別の市数を基準としている。

「その他」は、電話番号等。

709
(95.8%)

18
(94.7%)

13
(100.0%)

16
(94.1%)

(95.8%)

(90.8%)

住所

257
(95.9%)

216
(96.4%)

124
(93.9%)

42
(97.7%)

23

740

(88.6%)
43

(91.5%)
24

(82.8%)
19

(90.5%)
13

(86.7%)
17

(85.0%)

132

本会議の傍聴の際に
氏名等の記入が必要

268
(93.4%)

224
(90.7%)

18



【2-15】本会議の傍聴者に対する資料配付の状況

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【2-16】本会議の傍聴者に配布している資料
（令和3年12月31日現在、複数回答）（単位：市の数）

人口段階別 議事日程
質問内容
の資料

その他

5万人未満 246 269 76
284 (86.6%) (94.7%) (26.8%)
5～10万人未満 223 241 100
247 (90.3%) (97.6%) (40.5%)
10～20万人未満 129 143 75
148 (87.2%) (96.6%) (50.7%)
20～30万人未満 41 47 27
47 (87.2%) (100.0%) (57.4%)
30～40万人未満 21 29 19
29 (72.4%) (100.0%) (65.5%)
40～50万人未満 18 19 12
21 (85.7%) (90.5%) (57.1%)
50万人以上 13 15 8
15 (86.7%) (100.0%) (53.3%)
指定都市 19 20 15
20 (95.0%) (100.0%) (75.0%)
全市 710 783 332
811 (87.5%) (96.5%) (40.9%)
各割合は、本会議の傍聴者に対し資料を配布している811市の人口段階別の市数を基準としている。

319
(39.3%)

9
(42.9%)

0
(0.0%)

6
(30.0%)

(48.3%)

(99.5%)

議案（一部のみ
の場合も含む）

87
(30.6%)

110
(44.5%)

70
(47.3%)

23
(48.9%)

14

811

(99.3%)
47

(100.0%)
29

(100.0%)
21

(100.0%)
15

(100.0%)
20

(100.0%)

（令和3年12月31日現在)(単位：市の数)

148

本会議の傍聴者に対
し資料を配布している

284
(99.0%)

247
(100.0%)
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3　質問の実施状況

【3-1】個人質問を実施した市　
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）

実施した市数 平均質問日数 平均質問者数 実施した市数 平均質問日数 平均質問者数

5万人未満 274 12
287 (95.5%) (4.2%)
5～10万人未満 230 17
247 (93.1%) (6.9%)
10～20万人未満 141 8
149 (94.6%) (5.4%)
20～30万人未満 41 4
47 (87.2%) (8.5%)
30～40万人未満 25 4
29 (86.2%) (13.8%)
40～50万人未満 20 1
21 (95.2%) (4.8%)
50万人以上 14
15 (93.3%)
指定都市 14 1
20 (70.0%) (5.0%)
全市 759 47
815 (93.1%) (5.8%)

【3-2】代表質問を実施した市　
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）

実施した市数 平均質問日数 平均質問者数 実施した市数 平均質問日数 平均質問者数

5万人未満 91 5
287 (31.7%) (1.7%)
5～10万人未満 115 10
247 (46.6%) (4.0%)
10～20万人未満 94 6
149 (63.1%) (4.0%)
20～30万人未満 31 3
47 (66.0%) (6.4%)
30～40万人未満 21 3
29 (72.4%) (10.3%)
40～50万人未満 16 1
21 (76.2%) (4.8%)
50万人以上 12
15 (80.0%)
指定都市 12 2
20 (60.0%) (10.0%)
全市 392 30
815 (48.1%) (3.7%)
通年会期には令和3年から通年会期制を導入した3市を含む。　　

6.5

2.2 7.3

49.4

10.9 58.0

11.6 73.9

12.1 66.0

3.8 14.7

3.1 11.4

3.6 10.7

4.1 13.6

5.1 16.4

2.5 8.3

7.0 36.0

2.6 9.5

7.0 18.7

1.3 5.0

1.0 6.0

通年会期制の該当市なし

1.6 7.6

1.3 5.0

通年会期制の該当市なし

通年会期

16.0 87.0

11.0 55.0

3.0 6.0

通年会期には令和3年から通年会期制を導入した3市を含む。

2.2 6.7

2.0

79.8

11.0 72.0

人口段階別

10.5 54.0

13.1 66.3

10.0 52.5

8.9 38.3

10.5 48.7

11.7 60.2

人口段階別

定例会 通年会期

定例会

9.3 37.6

10.6 58.1

11.7 68.7

10.3

13.3
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【3-3】緊急質問を実施した市　
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815
通年会期には令和3年から通年会期制を導入した3市を含む。　　

【3-4】議員専用の発言席の設置状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

人口段階別

定例会における緊急質問

実施した
市数

13
(4.5%)

平均
質問日数

1.0

平均
質問者数

1.0

10
(4.0%)

5
(3.4%)

1
2.0

1.0

2.0

1.0

1.3

1.4

2.9

2.8

0
(0.0%)

0

0
(0.0%)

5
(0.6%)

(2.1%)
1

0

0

0

(3.4%)

(2.1%)
0

(0.0%)

1.0

4.5

16.0

0.0

通年会期制における緊急質問

実施した
市数

平均
質問日数

平均
質問者数

臨時会における緊急質問

実施した
市数

平均
質問日数

平均
質問者数

3.02.0

1.0

1.0

1
(1.3%)

(0.4%)
2

0
0.0 0.0

(0.0%)

(82.7%)

(0.0%)

0.0

0.0

5.8
30

(3.7%)

(0.0%)

(0.0%)

(0.0%)
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

2.0

255

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

1
(0.3%)

1

7

13

674

(85.8%)

(79.9%)

(63.8%)

(79.3%)

(71.4%)

(46.7%)

(65.0%)

議席以外に議員専用の
発言席を設置している

(88.9%)
212

119

30

23

15

1
1.0 1.0

(0.4%)
0

0.0 0.0
(0.0%)

0
0.0 0.0

(0.0%)

0
0.0 0.0

(0.0%)
1

1.0 1.0
(0.1%)

0
0.0 0.0

(0.0%)
0

0.0 0.0
(0.0%)

通年会期制の該当市なし
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【3-5】一問一答方式の規定状況
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）

議会基本条例 会議規則 要綱や申合せ その他

5万人未満 249 126 13 95 15
287 (86.8%) (50.6%) (5.2%) (38.2%) (6.0%)
5～10万人未満 221 102 15 82 22
247 (89.5%) (46.2%) (6.8%) (37.1%) (10.0%)
10～20万人未満 128 54 10 55 9
149 (85.9%) (42.2%) (7.8%) (43.0%) (7.0%)
20～30万人未満 33 12 2 15 4
47 (70.2%) (36.4%) (6.1%) (45.5%) (12.1%)
30～40万人未満 23 7 2 11 3
29 (79.3%) (30.4%) (8.7%) (47.8%) (13.0%)
40～50万人未満 16 8 1 4 3
21 (76.2%) (50.0%) (6.3%) (25.0%) (18.8%)
50万人以上 7 4 0 1 2
15 (46.7%) (57.1%) (0.0%) (14.3%) (28.6%)
指定都市 14 7 1 6 0
20 (70.0%) (50.0%) (7.1%) (42.9%) (0.0%)
全市 691 320 44 269 58
815 (84.8%) (46.3%) (6.4%) (38.9%) (8.4%)
※1の割合は、一問一答方式を規定している691市の人口段階別の市数を基準としている。

【3-6】一問一答方式の実施状況
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）

個人質問 代表質問 緊急質問 質疑

5万人未満 266 263 60 5 71
287 (92.7%) (98.9%) (22.6%) (1.9%) (26.7%)
5～10万人未満 227 226 67 2 70
247 (91.9%) (99.6%) (29.5%) (0.9%) (30.8%)
10～20万人未満 133 133 44 2 45
149 (89.3%) (100.0%) (33.1%) (1.5%) (33.8%)
20～30万人未満 35 34 9 1 9
47 (74.5%) (97.1%) (25.7%) (2.9%) (25.7%)
30～40万人未満 24 24 8 1 13
29 (82.8%) (100.0%) (33.3%) (4.2%) (54.2%)
40～50万人未満 17 17 5 0 5
21 (81.0%) (100.0%) (29.4%) (0.0%) (29.4%)
50万人以上 8 7 2 0 5
15 (53.3%) (87.5%) (25.0%) (0.0%) (62.5%)
指定都市 14 13 3 0 4
20 (70.0%) (92.9%) (21.4%) (0.0%) (28.6%)
全市 724 717 198 11 222
815 (88.8%) (99.0%) (27.3%) (1.5%) (30.7%)
※1の割合は、一問一答方式を実施した724市の人口段階別の市数を基準としている。

一問一答方式の根拠規定※1
規定している市
（選択制を含む）

人口段階別 実施した市

一問一答方式で実施した質問等の種類（複数回答）※1

人口段階別
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【3-7】個人質問の時間制限
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

5万人未満 283 65 171 22 25 170 113
286 (99.0%) (23.0%) (60.4%) (7.8%) (8.8%) (60.1%) (39.9%)
5～10万人未満 246 48 159 10 29 148 98
247 (99.6%) (19.5%) (64.6%) (4.1%) (11.8%) (60.2%) (39.8%)
10～20万人未満 146 42 73 4 27 73 73
149 (98.0%) (28.8%) (50.0%) (2.7%) (18.5%) (50.0%) (50.0%)
20～30万人未満 45 8 21 2 14 27 18
45 (100.0%) (17.8%) (46.7%) (4.4%) (31.1%) (60.0%) (40.0%)
30～40万人未満 27 5 11 0 11 19 8
29 (93.1%) (18.5%) (40.7%) (0.0%) (40.7%) (70.4%) (29.6%)
40～50万人未満 21 2 10 0 9 16 5
21 (100.0%) (9.5%) (47.6%) (0.0%) (42.9%) (76.2%) (23.8%)
50万人以上 14 5 1 0 8 3 11
14 (100.0%) (35.7%) (7.1%) (0.0%) (57.1%) (21.4%) (78.6%)
指定都市 16 5 1 0 10 6 10
15 (106.7%) (31.3%) (6.3%) (0.0%) (62.5%) (37.5%) (62.5%)
全市 798 180 447 38 133 462 336
806 (99.0%) (22.6%) (56.0%) (4.8%) (16.7%) (57.9%) (42.1%)

※2～3の市の割合は、質問時間を制限している798市の人口段階別の市数を基準としている。

【3-8】代表質問の時間制限
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

5万人未満 101 16 44 7 34 52 49
96 (105.2%) (15.8%) (43.6%) (6.9%) (33.7%) (51.5%) (48.5%)
5～10万人未満 128 13 44 12 59 65 63
125 (102.4%) (10.2%) (34.4%) (9.4%) (46.1%) (50.8%) (49.2%)
10～20万人未満 88 10 23 8 47 32 56
100 (88.0%) (11.4%) (26.1%) (9.1%) (53.4%) (36.4%) (63.6%)
20～30万人未満 34 2 9 2 21 17 17
34 (100.0%) (5.9%) (26.5%) (5.9%) (61.8%) (50.0%) (50.0%)
30～40万人未満 23 2 6 4 11 9 14
24 (95.8%) (8.7%) (26.1%) (17.4%) (47.8%) (39.1%) (60.9%)
40～50万人未満 15 2 4 2 7 9 6
17 (88.2%) (13.3%) (26.7%) (13.3%) (46.7%) (60.0%) (40.0%)
50万人以上 11 1 1 0 9 3 8
12 (91.7%) (9.1%) (9.1%) (0.0%) (81.8%) (27.3%) (72.7%)
指定都市 15 2 3 0 10 4 11
14 (107.1%) (13.3%) (20.0%) (0.0%) (66.7%) (26.7%) (73.3%)
全市 415 48 134 35 198 191 224
422 (98.3%) (11.6%) (32.3%) (8.4%) (47.7%) (46.0%) (54.0%)

※2～3の市の割合は、質問時間を制限している415市の人口段階別の市数を基準としている。

答弁時間※3

～30分以内 61分以上 その他
質問時間に

含む
質問時間に
含まない

※1の割合は、代表質問を実施した422市の人口段階別の市数を基準としている。なお、時間制限しているが、実施しなかった議会
がある。

答弁時間※3

～30分以内 その他
質問時間に

含む
質問時間に
含まない

人口段階別

人口段階別 31分～60分
以内

61分以上

質問時間を
制限している

※1

1人あたりの持ち時間※2

質問時間を
制限している

※1

1人あたりの持ち時間※2

31分～60分
以内

※1の割合は、個人質問を実施した806市の人口段階別の市数を基準としている。なお、時間制限しているが、実施しなかった議会
がある。
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【3－9】文書質問の導入状況
(令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【3－10】文書質問の根拠
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
33
5～10万人未満
35
10～20万人未満
27
20～30万人未満
3
30～40万人未満
7
40～50万人未満
2
50万人以上
2
指定都市
5
全市
114
各割合は、文書質問を導入している114市の人口段階別の市数を基準としている。

その他は、申合せ等。

(14.0%)

(29.6%)
1 2 0

(5.7%) (77.1%) (20.0%)
1 22 8

(12.1%)

5
(25.0%)

2
(13.3%)

(24.1%)
2

27
(18.1%)

(14.2%)

(14.0%) (71.9%) (15.8%)

0 1 0

(33.3%) (66.7%) (0.0%)
2 5 1

(3.7%) (81.5%)

3
(6.4%)

(0.0%) (50.0%) (0.0%)
1 0 0

(28.6%) (71.4%) (14.3%)

(100.0%) (0.0%) (0.0%)
16 82 18

(50.0%) (0.0%) (0.0%)
5 0 0

(75.8%) (6.1%)
2 27 7

会議規則 規程・要綱・要領等 その他

4 25 2

33

114

(9.5%)

7

導入している

(11.5%)
35

24
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【4-3】予算審査常任、決算審査常任、予算・決算審査常任委員会の設置状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【4-4】常任委員会の複数所属の状況 【4-5】常任委員会における公聴会、
参考人招致、秘密会の事例

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数） (令和3年1月1日～令和3年12月31日）

人口段階別 市数 件数

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満 3市が参考人招致をオンラインで実施。

47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

予算審査
常任委員会を
設置している

決算審査
常任委員会を
設置している

予算・決算審査
常任委員会を
設置している

19 4 53

(6.5%) (2.0%) (17.4%)

(6.6%) (1.4%) (18.5%)
16 5 43

(0.0%) (2.1%) (8.5%)
3 2 6

(11.4%) (2.7%) (18.8%)
0 1 4

17 4 28

(4.8%) (0.0%) (14.3%)
0 0 2

(10.3%) (6.9%) (20.7%)
1 0 3

(0.0%) (0.0%) (13.3%)
1 0 1

(7.0%) (2.0%) (17.2%)

1人の議員が複数の
常任委員会に所属している

事例

(5.0%) (0.0%) (5.0%)
57 16 140

48 常任委員会を秘密会
とした事例

16 19
(32.2%)

6

92 常任委員会における
公聴会の開催事例

1 1
(32.1%)

75 常任委員会における
参考人の招致事例

128 415
(30.4%)

(13.3%)
2

(10.0%)
238

(29.2%)

(12.8%)
9

(31.0%)
4

(19.0%)
2
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5　特別委員会

【5-1】特別委員会の数　
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：市の数）

人口段階別
0

委員会
1

委員会
2

委員会
3

委員会
4

委員会
5

委員会
6

委員会

5万人未満 14 41 58 46 49 39 20
287 (4.9%) (14.3%) (20.2%) (16.0%) (17.1%) (13.6%) (7.0%)
5～10万人未満 24 43 46 42 36 28 16
247 (9.7%) (17.4%) (18.6%) (17.%) (14.6%) (11.3%) (6.5%)
10～20万人未満 12 22 33 28 16 12 7
149 (8.1%) (14.8%) (22.1%) (18.8%) (10.7%) (8.1%) (4.7%)
20～30万人未満 2 1 7 4 12 3 6
47 (4.3%) (2.1%) (14.9%) (8.5%) (25.5%) (6.4%) (12.8%)
30～40万人未満 5 4 2 7 2 4 1
29 (17.2%) (13.8%) (6.9%) (24.1%) (6.9%) (13.8%) (3.4%)
40～50万人未満 1 3 5 1 3 3 4
21 (4.8%) (14.3%) (23.8%) (4.8%) (14.3%) (14.3%) (19.0%)
50万人以上 0 1 2 0 0 2 4
15 (0.0%) (6.7%) (13.3%) (0.0%) (0.0%) (13.3%) (26.7%)
指定都市 0 0 1 2 2 4 3
20 (0.0%) (0.0%) (5.0%) (10.0%) (10.0%) (20.0%) (15.0%)
全市 58 115 154 130 120 95 61
815 (7.1%) (14.1%) (18.9%) (16.0%) (14.7%) (11.7%) (7.5%)

人口段階別
7

委員会
8

委員会
9

委員会
10

委員会
11

委員会以上
委員会の数

平均

5万人未満 10 3 2 3 2
287 (3.5%) (1.0%) (0.7%) (1.0%) (0.7%)
5～10万人未満 5 1 3 2 1
247 (2.0%) (0.4%) (1.2%) (0.8%) (0.4%)
10～20万人未満 7 2 4 4 1
149 (4.7%) (1.3%) (2.7%) (2.7%) (0.7%)
20～30万人未満 8 3 1 0 0
47 (17.0%) (6.4%) (2.1%) (0.0%) (0.0%)
30～40万人未満 2 2 0 0 0
29 (6.9%) (6.9%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
40～50万人未満 0 0 0 1 1
21 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (4.8%) (4.8%)
50万人以上 3 0 0 2 1
15 (20.0%) (0.0%) (0.0%) (13.3%) (6.7%)
指定都市 1 3 2 0 2
20 (5.0%) (15.0%) (10.0%) (0.0%) (10.0%)
全市 36 14 12 12 8
815 (4.4%) (1.7%) (1.5%) (1.5%) (1.0%)

6.1

6.3

3.5

3.4

3.0

3.4

4.6

3.2

3.7
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【5-2】１特別委員会あたりの活動状況（平均）　
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）

回数 日数 回数 日数

5万人未満
273
5～10万人未満
223
10～20万人未満
137
20～30万人未満
45
30～40万人未満
24
40～50万人未満
20
50万人以上
15
指定都市
20
全市
757

【5-3】予算審査特別、決算審査特別、予算・決算審査特別、予算及び決算以外の
特別委員会の設置状況

(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

3市が市内行政視察をオンラインで実施。21市が市外行政視察をオンラインで実施。

人口段階別
会期中

開催日数
閉会中

開催日数
全開催
日数

市内行政視察 市外行政視察 年間
活動
日数

2.8 2.2 4.9 0.1 0.1 0.0 0.0 5.1

0.1 5.8

3.3 1.7 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1

3.4 2.3 5.7 0.1 0.1 0.0

0.1 6.0

3.7 1.7 5.4 0.2 0.2 0.0 0.0 5.6

4.0 1.8 5.8 0.1 0.1 0.1

0.0 6.1

3.9 2.9 6.7 0.2 0.2 0.0 0.0 7.0

4.0 1.9 5.9 0.2 0.2 0.0

0.0 7.0

3.3 2.1 5.4 0.1 0.1 0.0 0.0 5.5

5.1 1.8 6.9 0.1 0.1 0.0

(48.8%) (65.9%) (3.1%) (77.4%)
102 135 16 187

予算審査特別委員
会を設置していた

決算審査特別委員
会を設置していた

予算・決算審査
特別委員会を設置

していた

予算及び決算以外
の特別委員会を

設置していた

140 189 9 222

(45.0%) (59.1%) (2.7%) (74.5%)
29 34 1 41

(41.3%) (54.7%) (6.5%) (75.7%)
67 88 4 111

(31.0%) (55.2%) (0.0%) (72.4%)
7 14 0 16

(61.7%) (72.3%) (2.1%) (87.2%)
9 16 0 21

(60.0%) (86.7%) (0.0%) (100.0%)
12 15 0 20

(33.3%) (66.7%) (0.0%) (76.2%)
9 13 0 15

(46.0%) (61.8%) (3.7%) (77.7%)

(60.0%) (75.0%) (0.0%) (100.0%)
375 504 30 633
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【5-4】特別委員会における公聴会、参考人招致、秘密会の事例
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）

市数 件数

1 1

49 128

19 38

5市が参考人招致をオンラインで実施。

事例

特別委員会における公聴会の開催事例

特別委員会における参考人の招致事例

特別委員会を秘密会とした事例

29



6　議会運営委員会

【6-1】議会運営委員会の活動状況（平均）
　（令和3年1月1日～令和3年12月31日、815市が開催）

回数 日数 回数 日数

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815
12市が市外行政視察をオンラインで実施。

【6-2】議会運営委員会における公聴会、参考人招致、秘密会の事例
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）

市数 件数

0 0

9 16

6 8

オンラインによる参考人招致の事例はない。

人口段階別
会期中

開催日数
閉会中

開催日数
全開催
日数

市内行政視察 年間
活動
日数

9.9 9.2 19.1 0.0 0.0 0.0 0.1 19.1

市外行政視察

0.0 21.0

14.0 9.0 23.0 0.0 0.0 0.1 0.1 23.1

12.0 9.0 21.0 0.0 0.0 0.0

0.2 25.4

17.1 9.3 26.3 0.0 0.0 0.0 0.1 26.4

15.5 9.7 25.2 0.0 0.0 0.1

0.0 27.4

19.3 11.1 30.5 0.0 0.0 0.1 0.1 30.6

17.6 9.8 27.4 0.0 0.0 0.0

28.4

12.5 9.1 21.6 0.0 0.0 0.0 0.1 21.7

21.9 6.4 28.3 0.0 0.0 0.1

事例

議会運営委員会における公聴会の開催事例

議会運営委員会における参考人の招致事例

議会運営委員会を秘密会とした事例

0.2
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7　その他委員会に関すること

【7-1】委員会条例で定められた委員の任期
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

任期
1年

任期
2年

任期
4年

その他
任期
1年

任期
2年

任期
4年

その他

5万人未満 33 222 28 4 37 220 27 3
287 (11.5%) (77.4%) (9.8%) (1.4%) (12.9%) (76.7%) (9.4%) (1.0%)
5～10万人未満 49 175 15 8 57 169 15 6
247 (19.8%) (70.9%) (6.1%) (3.2%) (23.1%) (68.4%) (6.1%) (2.4%)
10～20万人未満 38 85 13 13 42 87 14 6
149 (25.5%) (57.0%) (8.7%) (8.7%) (28.2%) (58.4%) (9.4%) (4.0%)
20～30万人未満 20 25 1 1 22 23 0 2
47 (42.6%) (53.2%) (2.1%) (2.1%) (46.8%) (48.9%) (0.0%) (4.3%)
30～40万人未満 11 12 5 1 13 10 5 1
29 (37.9%) (41.4%) (17.2%) (3.4%) (44.8%) (34.5%) (17.2%) (3.4%)
40～50万人未満 8 6 5 2 8 6 5 2
21 (38.1%) (28.6%) (23.8%) (9.5%) (38.1%) (28.6%) (23.8%) (9.5%)
50万人以上 10 4 1 0 10 3 1 1
15 (66.7%) (26.7%) (6.7%) (0.0%) (66.7%) (20.0%) (6.7%) (6.7%)
指定都市 15 3 1 1 14 2 3 1
20 (75.0%) (15.0%) (5.0%) (5.0%) (70.0%) (10.0%) (15.0%) (5.0%)
全市 184 532 69 30 203 520 70 22
815 (22.6%) (65.3%) (8.5%) (3.7%) (24.9%) (63.8%) (8.6%) (2.7%)

【7-2】議長・副議長の各委員への就任状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

議長が
就任

副議長が
就任

議長が
就任

副議長が
就任

議長が
就任

副議長が
就任

5万人未満 206[0] 287[11] 80[4] 230[70] 1[0] 45[2]
287 (71.8%) (100.0%) (27.9%) (80.1%) (0.3%) (15.7%)
5～10万人未満 166[0] 247[13] 54[4] 163[49] 0[0] 15[2]
247 (67.2%) (100.0%) (21.9%) (66.0%) (0.0%) (6.1%)
10～20万人未満 111[0] 148[6] 32[0] 74[12] 1[1] 4[1]
149 (74.5%) (99.3%) (21.5%) (49.7%) (0.7%) (2.7%)
20～30万人未満 38[0] 47[2] 16[0] 24[0] 0[0] 0[0]
47 (80.9%) (100.0%) (34.0%) (51.1%) (0.0%) (0.0%)
30～40万人未満 15[0] 29[2] 5[0] 10[2] 0[0] 1[0]
29 (51.7%) (100.0%) (17.2%) (34.5%) (0.0%) (3.4%)
40～50万人未満 17[0] 21[0] 7[0] 10[2] 0[0] 0[0]
21 (81.0%) (100.0%) (33.3%) (47.6%) (0.0%) (0.0%)
50万人以上 13[0] 15[0] 5[0] 7[0] 0[0] 0[0]
15 (86.7%) (100.0%) (33.3%) (46.7%) (0.0%) (0.0%)
指定都市 18[0] 20[0] 10[0] 13[0] 0[0] 0[0]
20 (90.0%) (100.0%) (50.0%) (65.0%) (0.0%) (0.0%)
全市 584[0] 814[34] 209[8] 531[135] 2[1] 65[5]
815 (71.7%) (99.9%) (25.6%) (65.2%) (0.2%) (8.0%)
[　]内の数字は、正副委員長に就任している市数を集計している。

人口段階別

常任委員 議会運営委員

人口段階別

常任委員 特別委員 議会運営委員
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【7-3】委員会の傍聴の取扱い
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

傍聴の取扱い 常任委員会 特別委員会 議会運営委員会

原則公開している
418 377 374

(51.3%) (46.3%) (45.9%)

委員長・委員会の許可
により公開している

380 356 403

(46.6%) (43.7%) (49.4%)

その他の条件により公開
している

0 24 21

(0.0%) (2.9%) (2.6%)

【7-4】委員会を原則公開している市

常任委員会 特別委員会 議会運営委員会

123 110 110
(42.9%) (38.3%) (38.3%)

117 105 101
(47.4%) (42.5%) (40.9%)

88 78 81
(59.1%) (52.3%) (54.4%)

33 31 33
(70.2%) (66.0%) (70.2%)

21 18 20
(72.4%) (62.1%) (69.0%)

13 12 13
(61.9%) (57.1%) (61.9%)

13 13 9
(86.7%) (86.7%) (60.0%)

10 10 7

(51.3%) (46.3%) (45.9%)

(50.0%) (50.0%) (35.0%)
418 377 374
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【7-5】委員長・委員会の許可により公開している市
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【7-6】1委員会あたりの平均傍聴者数　
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815
傍聴者数を把握していない場合は、その委員会を除いて平均を算出している。

【7-7】連合審査会の開催事例
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

市数 件数

48 76

常任委員会 特別委員会 議会運営委員会

162 154 170
(56.4%) (53.7%) (59.2%)

122 111 131
(49.4%) (44.9%) (53.0%)

61 57 62
(40.9%) (38.3%) (41.6%)

11 11 10
(23.4%) (23.4%) (21.3%)

8 6 7
(27.6%) (20.7%) (24.1%)

5 7 7
(23.8%) (33.3%) (33.3%)

2 2 3
(13.3%) (13.3%) (20.0%)

9 8 13
(45.0%) (40.0%) (65.0%)

380 356 403
(46.6%) (43.7%) (49.4%)

常任委員会 特別委員会 議会運営委員会

4.8 1.2 3.2

6.4 2.5 4.3

7.1 4.8 4.9

10.7 7.3 8.0

11.8 6.6 6.9

11.1 5.2 5.1

19.6 12.5 4.8

事例

連合審査会の開催事例

23.3 12.9 8.6

7.8 3.9 4.5
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【7-8】議員選出監査委員の委員就任状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別
決算審査

常任委員会
決算審査

特別委員会
予算・決算審査

常任委員会
予算・決算審査

特別委員会

5万人未満 0 30 47 9
(0.0%) (15.9%) (88.7%) (100.0%)

5～10万人未満 1 24 38 14
(20.0%) (17.8%) (88.4%) (87.5%)

10～20万人未満 0 14 19 3
(0.0%) (15.9%) (67.9%) (75.0%)

20～30万人未満 0 6 4 1
(0.0%) (17.6%) (100.0%) (100.0%)

30～40万人未満 0 3 5
(0.0%) (18.8%) (83.3%)

40～50万人未満 1 3
(7.1%) (100.0%)

50万人以上 5 2
(38.5%) (100.0%)

指定都市 7 1
(46.7%) (100.0%)

全市 1 90 119 27
(6.3%) (17.9%) (85.0%) (90.0%)

各割合は各委員会が設置されている市の人口段階別の市数を基準としている。

各委員会の設置されている市数は以下のとおり。

【7-9】小委員会、分科会の設置事例
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

市数

60

261分科会の設置事例

事例

小委員会の設置事例

決算審査常任委員会16市、決算審査特別委員会504市、予算・決算審査常任委員会140市、予算・決算審査特別委員会30市。

委員会設置市
なし

委員会設置市
なし

委員会設置市
なし

委員会設置市
なし

委員会設置市
なし

委員会設置市
なし

委員会設置市
なし
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8　協議又は調整を行うための場
    (地方自治法第100条第12項)

【8-1】協議又は調整を行うための場の設置状況
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：市の数）

人口段階別
会議規則に規定して設置

している

会議規則に基づき
議会の議決で臨時に

設置している

5万人未満 236 7
287 (82.2%) (2.4%)
5～10万人未満 181 5
247 (73.3%) (2.0%)
10～20万人未満 111 1
149 (74.5%) (0.7%)
20～30万人未満 28 1
47 (59.6%) (2.1%)
30～40万人未満 18 1
29 (62.1%) (3.4%)
40～50万人未満 15 1
21 (71.4%) (4.8%)
50万人以上 6 0
15 (40.0%) (0.0%)
指定都市 8 1
20 (40.0%) (5.0%)
全市 603 17
815 (74.0%) (2.1%)
「会議規則に規定して設置している協議又は調整を行うための場」と「会議規則に基づき議会の議決で臨時に設置している協議又は調整を
行うための場」の双方を設置している市あり。
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【8-2】協議又は調整を行うための場の数
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：市の数）

人口段階別
協議等の
場の数

0

協議等の
場の数

1

協議等の
場の数

2

協議等の
場の数

3

協議等の
場の数

4

協議等の
場の数

5

協議等の
場の数

6
5万人未満 51 58 54 41 34 23 13
287 (17.8%) (20.2%) (18.8%) (14.3%) (11.8%) (8.0%) (4.5%)
5～10万人未満 19 30 42 29 28 17 17
247 (7.7%) (12.1%) (17.%) (11.7%) (11.3%) (6.9%) (6.9%)
10～20万人未満 38 21 25 19 18 10 4
149 (25.5%) (14.1%) (16.8%) (12.8%) (12.1%) (6.7%) (2.7%)
20～30万人未満 19 1 7 4 2 5 2
47 (40.4%) (2.1%) (14.9%) (8.5%) (4.3%) (10.6%) (4.3%)
30～40万人未満 11 2 5 2 2 3 0
29 (37.9%) (6.9%) (17.2%) (6.9%) (6.9%) (10.3%) (0.0%)
40～50万人未満 6 3 4 2 1 1 2
21 (28.6%) (14.3%) (19.0%) (9.5%) (4.8%) (4.8%) (9.5%)
50万人以上 9 0 0 2 2 1 0
15 (60.0%) (0.0%) (0.0%) (13.3%) (13.3%) (6.7%) (0.0%)
指定都市 12 1 0 1 3 1 1
20 (60.0%) (5.0%) (0.0%) (5.0%) (15.0%) (5.0%) (5.0%)
全市 165 116 137 100 90 61 39
815 (20.2%) (14.2%) (16.8%) (12.3%) (11.0%) (7.5%) (4.8%)

人口段階別
協議等の
場の数

7

協議等の
場の数

8

協議等の
場の数

9

協議等の
場の数

10

協議等の
場の数
11以上

協議等の
場の数
平均

5万人未満 7 4 2 0 0
287 (2.4%) (1.4%) (0.7%) (0.0%) (0.0%)
5～10万人未満 6 4 1 5 2
247 (2.4%) (1.6%) (0.4%) (2.0%) (0.8%)
10～20万人未満 1 4 5 2 2
149 (0.7%) (2.7%) (3.4%) (1.3%) (1.3%)
20～30万人未満 3 3 2 0 1
47 (6.4%) (6.4%) (4.3%) (0.0%) (2.1%)
30～40万人未満 1 1 1 1 1
29 (3.4%) (3.4%) (3.4%) (3.4%) (3.4%)
40～50万人未満 1 0 1 0 0
21 (4.8%) (0.0%) (4.8%) (0.0%) (0.0%)
50万人以上 0 1 0 0 0
15 (0.0%) (6.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
指定都市 0 1 0 0 0
20 (0.0%) (5.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
全市 19 18 12 8 6
815 (2.3%) (2.2%) (1.5%) (1.0%) (0.7%)

1.8

1.8

2.6

2.5

2.7

2.7

2.8

3.0

2.6
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9　予算・決算

【9-1】令和3年度一般会計当初予算の審議結果
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

附帯決議なし 附帯決議あり

全市 757 28 21 0 9
815 (92.9%) (3.4%) (2.6%) (0.0%) (1.1%)
修正可決：網走市、花巻市、大野市、南アルプス市、牛久市、那須烏山市、所沢市、
     　　 上尾市、北本市、松戸市、下田市、豊橋市、いなべ市、本巣市、池田市、    
　　      京丹後市、芦屋市、豊岡市、赤磐市、丸亀市、日田市    
そ の 他：釧路市、奥州市、越前市、松本市、三鷹市、伊豆の国市、多治見市、
          山陽小野田市、姶良市

【9-2】令和2年度一般会計決算の審議結果
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

附帯決議なし 附帯決議あり

全市 790 12 6 7
815 (96.9%) (1.5%) (0.7%) (0.9%)
不 認 定：小金井市、八尾市、明石市、橿原市、香芝市、福津市
そ の 他：釧路市、奥州市、三鷹市、町田市、姫路市、尼崎市、神崎市

【9-3】決算不認定の場合における長から議会等への報告事例
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

※千代田区、鉾田市、明石市

その他

人口段階別
認定

不認定 その他

人口段階別
可決

修正可決 否決

事例

報告事例あり

市数

3
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【9-4】令和3年度一般会計当初予算額と議会費
(令和3年12月31日現在）（単位：千円）

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

人口段階別

19,487,523 167,387 0.9%

57,372,034 355,947 0.6%

31,160,675 241,885 0.8%

一般会計当初予
算額の平均

議会費の当初予
算額の平均

一般会計当初予
算額に占める議

会費の割合

675,625 0.5%

99,914,706 540,577 0.5%

136,767,757

68,687,937 330,393 0.5%

901,941,434 1,655,027 0.2%

245,684,515 923,726 0.4%

178,870,340 785,347 0.4%
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10　市長提出による議案

【10-1】市長提出による議案別件数　
(令和3年1月1日～令3年12月31日）（単位：件数）

条例
（1号）

予算
（2号）

決算
（3号）

4号～
14号

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815
「その他全ての議案」は、地方自治法第96条第1項第15号及び第96条第2項を含むその他全ての議案。

【10-2】市長提出による議案の議決態様件数　
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：件数）

人口段階別

原案可決
認定
同意
承認

修正可決

否決
不認定
不同意
不承認

継続審査 審議未了 撤回 その他 合計

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

人口段階別

地方自治法第96条第1項議決事件 その他
全ての
議案

合計

7,655 9,847 2,463 1,954 5,508 27,427

4,761 5,167 1,196 1,424 3,508 16,056

6,815 8,435 2,134 1,683 5,322 24,389

1,372 1,209 300 431 772 4,084

1,844 1,635 390 631 1,283 5,783

783 445 88 224 375 1,915

1,011 747 180 493 620 3,051

25,394 28,414 7,046 7,212 18,659 86,725

1,153 929 295 372 1,271 4,020

49 27,427

24,207 33 52 33 2 15 47 24,389

27,235 46 49 35 1 12

60 16,056

5,735 7 8 1 0 10 22 5,783

15,931 15 28 15 1 6

12 4,084

3,044 2 2 0 0 1 2 3,051

4,053 7 8 3 1 0

192 86,72586,131 112 150 89 5 46

0 1,915

4,014 1 3 1 0 1 0 4,020

1,912 1 0 1 0 1
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【10-3】専決処分の議案別件数　
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：件数）

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815 　
専決処分とは地方自治法第179条に基づくもの。

【10-4】専決処分の審議結果別件数 【10-5】専決処分の専決理由別件数
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：件数）

人口段階別

5万人未満 5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815
専決処分とは地方自治法第179条に基づくもの。 専決処分とは地方自治法第179条に基づくもの。

(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：件数）

579 1,157 0 17 133 1,886

条例
（1号）

予算
（2号）

決算
（3号）

契約
(5号)

その他 合計

272 494 1 5 42 814

485 941 0 10 106 1,542

34 65 0 1 26 126

74 160 0 2 20 256

20 26 0 1 2 49

43 76 0 1 6 126

1,531 2,965 1 37 349 4,883

24 46 0 0 14 84

承認 不承認 人口段階別
議会を招集
する時間的
余裕がない

その他

1,885 1 1,886 0
287

814 0
10～20万人未満

813 1
149

1,541 1
5～10万人未満

1,536 6
247

125 1
30～40万人未満

125 1
29

256 0
20～30万人未満

256 0
47

49 0
50万人以上

49 0
15

126 0
40～50万人未満

126 0
21

4,880 3
全市

4,875 8
815

84 0
指定都市

84 0
20
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【10-6】市長提出事件に対する修正案の提出件数
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：件数）

人口段階別 委員会 本会議

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

152 160

4 12

4 1

2 3

14 6

10 8

26 46

39 41

53 43
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【11-5】議員提出による新規条例案
(令和3年1月1日～令和3年12月31日、75市102件)

都道
府県

市区名
人口
段階

条例案名 議決態様

北海道 小樽市 C 小樽市非核港湾条例案 否決
北海道 小樽市 C 小樽市非核港湾条例案 否決
北海道 小樽市 C 小樽市非核港湾条例案 否決
北海道 小樽市 C 小樽市非核港湾条例案 否決

秋田県 鹿角市 A
鹿角市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
の制定について

原案可決

山形県 尾花沢市 A 尾花沢市議会議員政治倫理条例 原案可決
新潟県 新潟市 H 新潟市子ども条例 原案可決
石川県 野々市市 B 野々市市議会基本条例 原案可決
長野県 駒ヶ根市 A 駒ヶ根市議会政務活動費の交付に関する条例 原案可決
長野県 塩尻市 B 塩尻市手話言語条例 原案可決
東京都 小金井市 C 小金井市公立保育園の在り方検討委員会設置条例 継続審査

東京都 東久留米市 C
東久留米市議会議員に支給する期末手当の特例に
関する条例

原案可決

東京都 あきる野市 B あきる野市議会の議決すべき事件に関する条例 その他
東京都 あきる野市 B あきる野市議会の議決すべき事件に関する条例 原案可決

東京都 新宿区 E
新宿区中小企業事業継続支援助成金の支給に関す
る条例

否決

東京都 新宿区 E
新宿区介護・障害福祉サービス事業者特別慰労金の
支給に関する条例

否決

東京都 新宿区 E 新宿区高齢者等冷房機等購入等助成金交付条例 否決

東京都 新宿区 E
新宿区パートナーシップ及びファミリーシップ届出制度
に関する条例

否決

東京都 文京区 D 文京区後期高齢者の医療費の助成に関する条例 否決

東京都 文京区 D
文京区学校給食費の助成により実質無償化を実施す
る条例

否決

東京都 大田区 G 中小企業次世代人材確保支援条例 否決
東京都 大田区 G 大田区おとしより介護応援手当条例 否決
東京都 大田区 G 大田区ものづくり経営革新支援条例 否決

東京都 大田区 G
大田区気候変動適応対応エアコン購入費補助金交付
条例

否決

東京都 世田谷区 G
世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに
関する条例

原案可決

東京都 渋谷区 D 渋谷区高齢者の医療費の助成に関する条例 否決
東京都 渋谷区 D 認知症の人と家族にやさしいまちしぶや条例 否決
東京都 杉並区 G 杉並区高齢者補聴器購入費助成条例 否決
東京都 荒川区 D 荒川区中小企業事業継続支援補助金交付条例 否決
東京都 荒川区 D 荒川区就学援助の実施に関する条例 否決
東京都 足立区 G 足立区拉致問題等啓発推進条例 原案可決
東京都 葛飾区 F 葛飾区高齢者の医療費助成に関する条例 否決
東京都 江戸川区 G 江戸川区インターネット健全利用促進条例 継続審査

東京都 江戸川区 G
江戸川区立又は国公立小学校・中学校給食費の助成
に関する条例

継続審査

東京都 江戸川区 G
江戸川区拉致問題の解決に向けた啓発促進に関する
条例

原案可決

神奈川県 横浜市 H 横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例 原案可決
神奈川県 横須賀市 E 横須賀市犯罪被害者等基本条例 原案可決
山梨県 甲府市 C 甲府市議会基本条例制定について 原案可決
茨城県 石岡市 B 石岡市法令遵守の推進に関する条例 原案可決
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都道
府県

市区名
人口
段階

条例案名 議決態様

茨城県 常総市 B
常総市（仮称）道の駅常総の土地購入及び建設に係
る市費の支出の賛否を問う住民投票条例

否決

茨城県 神栖市 B 神栖市議会議員政治倫理条例 原案可決
茨城県 桜川市 A 桜川市議会議員政治倫理条例 原案可決

茨城県 つくばみらい市 B
つくばみらい市新型コロナウイルス感染症関係者を偏
見等から守る条例

原案可決

茨城県 小美玉市 A
小美玉市議会政務活動費の交付に関する条例の制
定について

原案可決

栃木県 那須塩原市 C 那須塩原市食育推進条例 原案可決
埼玉県 本庄市 B 本庄市市民協働のまちづくり条例 原案可決

埼玉県 新座市 C
新座市議会の議員の政務活動費の交付の特例に関
する条例

原案可決

千葉県 千葉市 H 千葉市高齢者補聴器購入費助成条例 否決
千葉県 市川市 F 市長の給与の特例に関する条例 否決

千葉県 佐倉市 C
令和３年度における佐倉市議会政務活動費の交付の
特例に関する条例の制定について

原案可決

千葉県 佐倉市 C
令和３年度における議会の議員の議員報酬の特例に
関する条例の制定について

否決

千葉県 勝浦市 A 議会の議員の議員報酬の減額に関する条例 否決

千葉県 八千代市 D
八千代市学校給食費の助成により実質無償化を実施
する条例案

否決

千葉県 浦安市 C
浦安市市民の健康の維持及び増進を図るためのより
良い手洗い環境づくりの推進に関する条例

原案可決

千葉県 八街市 B 八街市議会基本条例 原案可決

愛知県 岡崎市 E
令和３年度における岡崎市議会の議員の議員報酬等
の特例に関する条例

原案可決

愛知県 瀬戸市 C
瀬戸市自転車の安全で適正な利用の促進及び自転
車の活用推進に関する条例

原案可決

愛知県 知多市 B 知多市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例 原案可決

愛知県 北名古屋市 B
北名古屋市議会の議員の期末手当の特例に関する
条例

原案可決

三重県 伊賀市 B 伊賀市子どもたちを交通事故から守る条例 否決

三重県 伊賀市 B
伊賀市子どもたちをインターネットを通じて行われるい
じめから守る条例

否決

三重県 名張市 B
名張市議会政務活動費の特例に関する条例の制定
について

原案可決

三重県 いなべ市 A
いなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選
挙運動の公費負担に関する条例

原案可決

岐阜県 美濃市 A 議会の議員の議員報酬の特例に関する条例 否決
岐阜県 美濃市 A 議会の議員の議員報酬の特例に関する条例 否決
岐阜県 各務原市 C 都市計画基金条例 否決
大阪府 堺市 H 堺市歯科口腔保健推進条例 原案可決
大阪府 堺市 H 堺市議会議員の議員報酬の特例に関する条例 否決
大阪府 堺市 H 堺市議会政務活動費の交付の特例に関する条例 原案可決
大阪府 堺市 H 堺市議会議員の議員報酬の特例に関する条例 原案可決

大阪府 豊中市 F
議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の設定
について

否決

大阪府 池田市 C
池田市の職員及び市議会議員のハラスメント防止に
関する条例の制定について

原案可決

大阪府 守口市 C
守口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す
る条例の臨時特例に関する条例案

否決

大阪府 守口市 C
守口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す
る条例の臨時特例に関する条例案

否決

大阪府 守口市 C
守口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す
る条例の臨時特例に関する条例案

否決

大阪府 茨木市 D 茨木市国民健康保険傷病見舞金支給条例 否決
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都道
府県

市区名
人口
段階

条例案名 議決態様

大阪府 茨木市 D
茨木市新型コロナウイルス感染症予防対策等支援金
支給に関する条例

否決

大阪府 八尾市 D
八尾市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す
る条例の特例に関する条例

原案可決

大阪府 大東市 C
大東市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被
害者支援に関する条例

原案可決

大阪府 高石市 B 高石市議会基本条例 原案可決

京都府 八幡市 B
支え合う心でつながる八幡市手話言語コミュニケー
ション条例案

原案可決

兵庫県 神戸市 H 神戸らしいファッション文化を振興する条例の件 原案可決
兵庫県 明石市 E 明石市工場立地法地域準則条例制定のこと 原案可決

兵庫県 洲本市 A
洲本市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に
関する条例

原案可決

兵庫県 芦屋市 B
芦屋市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例
の制定について

原案可決

奈良県 香芝市 B 香芝市議会基本条例 原案可決
奈良県 香芝市 B 香芝市議会の議決すべき事件を定める条例 原案可決

奈良県 香芝市 B
香芝市議会における調査機関並びに研修及び調査研
究に関する条例

原案可決

和歌山県 紀の川市 B 紀の川市議会基本条例 原案可決
広島県 広島市 H 広島市平和推進基本条例の制定について 原案可決
山口県 山口市 C 山口市議会議員定数条例 原案可決
山口県 山口市 C 山口市みんなの手話言語条例 原案可決

山口県 下松市 B
下松市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条
例

否決

徳島県 美馬市 A
美馬市議会政務活動費の特例に関する条例の制定
について

原案可決

高知県 高知市 E
高知市報酬並びに費用弁償条例の特例に関する条
例制定議案

原案可決

福岡県 嘉麻市 A 嘉麻市子ども基本条例 継続審査
福岡県 中間市 A 中間市議会ハラスメント根絶条例 原案可決
長崎県 松浦市 A 松浦市議会基本条例 原案可決
大分県 臼杵市 A 感染予防等に関する条例 原案可決
宮崎県 宮崎市 F 宮崎市動物との共生に関する条例案 原案可決

宮崎県 都城市 C
都城市空家等の適正管理に関する条例の制定につい
て

原案可決

沖縄県 石垣市 A
石垣市新型コロナウイルス感染症等に係る市民等の
人権の擁護に関する条例

原案可決

改正条例案と廃止条例案は、含まない。
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【11-6】議員提出事件に対する修正案の提出件数
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：件数）

人口段階別 委員会 本会議

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

0 0

1 1

5 7

0 0

1 0

0 0

1 1

2 1

0 4
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12　委員会提出による議案

【12-1】委員会提出による議案別件数　
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：件数）

人口段階別 条例案 規則案 意見書案 決議案 その他 合計

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【12-2】委員会提出による議案の人口段階別の議決態様件数　
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：件数）

人口段階別

原案可決
認定
同意
承認

修正可決

否決
不認定
不同意
不承認

継続審議 審議未了 撤回 その他 合計

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

154 134 334 47 129 798

81 83 124 16 33 337

100 110 272 36 58 576

9 8 40 10 20 87

26 26 49 2 18 121

2 3 11 0 0 16

5 9 19 0 2 35

382 380 868 112 263 2,005

5 7 19 1 3 35

31 798

569 0 0 4 0 0 3 576

756 0 2 7 1 1

0 337

108 0 3 10 0 0 0 121

337 0 0 0 0 0

0 87

35 0 0 0 0 0 0 35

71 0 0 16 0 0

34 2,0051,927 0 5 37 1 1

0 16

35 0 0 0 0 0 0 35

16 0 0 0 0 0
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【12-3】委員会提出による議案別の議決態様件数　
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：件数）

【12-4】委員会提出による条例案の件数　
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：件数）

市 市 市 市

市 市 市 市

市 市 市 市

市 市 市 市

市 市 市 市

市 市 市 市

市 市 市 市

市 市 市 市

市 市 市 市

1.0
0

0
2

1.0

0 53

98

2.0
0 13

1.6
0

0
81

1.5

1.5
0

0
100

1.5
0

0
0

5

1.6
0

0
382

1.5

1.3
0 4

0 6

0 247

0 2

1.3

2.0
0

0
26

1.3
0

0
5

1.3
0 4

1.5
0

0
9

1.5

67

0
154

1.6

撤回 その他 合計

条 例 案 381 0 0 0 1 0

議案種類

原案可決
認定
同意
承認

修正
可決

否決
不認定
不同意
不承認

継続
審議

審議
未了

0 382

規 則 案 380 0 0 0 0 0 0 380

意 見 書 案 862 0 5 0 0 1 0 868

0 0 112

そ の 他 192 0 0 37 0 0

決 議 案 112 0 0 0 0

2,005

人口段階別 平均

34 263

合 計 1,927 0 5 37 1 1 34

新規条例案 改正条例案 廃止条例案

総件数
平均 件数 平均件数 平均 件数

287 15 83
5万人未満 16 138

1.1 1.7
0

0

247 6 61
5～10万人未満 6 94

149 6 47
10～20万人未満 6 75

1.0

1.0

47 0 13
20～30万人未満 0 26

29 0 6
30～40万人未満 0 9

0

0

21 0 4
40～50万人未満 0 5

15 0 2
50万人以上 0 2

0

0

20 0 4
指定都市 0 5

815 27 220
全市 28 354

1.0

0
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【12-5】委員会提出による新規条例案
(令和3年1月1日～令和3年12月31日、27市28件)

都道
府県

市区名
人口
段階

条例案名 議決態様

北海道 登別市 A 登別市防災基本条例 原案可決
岩手県 一関市 C 地元の森林を活かす一関市森林振興条例 原案可決
山形県 東根市 A 東根市議会基本条例の設定について 原案可決
福島県 相馬市 A 相馬市感染症等に関する思いやり条例 原案可決
新潟県 新発田市 B 新発田市歯と口腔の健康づくり推進条例 原案可決
石川県 加賀市 B 加賀市読書活動推進条例 原案可決
石川県 白山市 C 白山市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例 原案可決
長野県 上田市 C 上田市人生100年時代をより良く生きる健康づくり条例 原案可決

神奈川県 秦野市 C 秦野市議会の会期等に関する条例 原案可決
茨城県 北茨城市 A 北茨城市議会議員政治倫理条例 原案可決
埼玉県 日高市 B 日高市議会基本条例 原案可決
埼玉県 ふじみ野市 C ふじみ野市中小企業及び小規模企業振興基本条例 原案可決

千葉県 鴨川市 A
鴨川市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
の制定について

原案可決

静岡県 富士宮市 C
富士宮市再生可能エネルギーの導入の推進に関する
条例

原案可決

愛知県 江南市 B 江南市議会議員政治倫理条例の制定について 原案可決
岐阜県 下呂市 A 下呂市議会基本条例 原案可決
岐阜県 下呂市 A 下呂市議会政務活動費の交付に関する条例 原案可決

滋賀県 米原市 A
米原市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬等
の特例に関する条例の制定について

原案可決

兵庫県 南あわじ市 A 市長の専決処分事項に関する条例制定について 原案可決
和歌山県 新宮市 A 新宮市政治倫理条例 原案可決

岡山県 玉野市 B
玉野市の出資法人への関わり方の基本的事項を定め
る条例

原案可決

岡山県 井原市 A 井原デニム条例 原案可決
広島県 庄原市 A 庄原市平和推進条例 原案可決

徳島県 美馬市 A
美馬市議会政務活動費の特例に関する条例の制定
について

原案可決

愛媛県 八幡浜市 A 八幡浜市議会政務活動費の交付に関する条例 原案可決

愛媛県 四国中央市 B
四国中央市障がいのある人もない人も共に安心して
暮らせる愛ある社会を目指す条例の制定について

原案可決

熊本県 阿蘇市 A 阿蘇市議会基本条例の制定について 原案可決

鹿児島県 伊佐市 A
伊佐市議会政務活動費の交付に関する条例の制定
について

原案可決

改正条例案と廃止条例案は、含まない。
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【12-6】委員会提出事件に対する修正案の提出件数
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：件数）

人口段階別 本会議（件数）

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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13　請願・陳情

【13-1】請願の処理状況
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：件数）

人口段階別 採択
一部
採択

趣旨
採択

不採択
取り
下げ

審議
未了

継続
審査

その他 合計

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【13-2】請願と同様の扱いをした陳情の処理状況
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：件数）

人口段階別 採択
一部
採択

趣旨
採択

不採択
取り
下げ

審議
未了

継続
審査

その他 合計

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

46 5 562

242 4 25 193 4 1 16

297 5 24 165 14 6

7 492

107 1 8 255 4 6 38 7 426

67 1 6 134 8 0 20 1 237

12 1 109

27 4 4 84 3 9 15

40 0 1 52 3 0

2 148

8 1 0 13 0 2 4 0 28

7 0 1 93 9 0 191 49 350

342 72 2,352

215 6 35 170 7 29 56

795 16 69 989 45 24

11 529

219 6 42 284 12 15 67 22 667

145 1 31 286 13 30 281 12 799

19 3 232

20 5 1 83 3 42 47

34 0 20 147 7 2

12 213

11 0 1 84 0 3 14 6 119

32 0 4 161 12 0 253 10 472

144 3,599

266 68 568

702 18 138 1,377 67 150 1,003

26 0 4 162 13 29
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【13-3】「一部採択」「趣旨採択」の
運用の採用状況 しなかった陳情の件数

(令和3年1月1日～令和3年12月31日）

人口段階別 人口段階別

5万人未満 5万人未満
287 230
5～10万人未満 5～10万人未満
247 217
10～20万人未満 10～20万人未満
149 121
20～30万人未満 20～30万人未満
47 40
30～40万人未満 30～40万人未満
29 27
40～50万人未満 40～50万人未満
21 19
50万人以上 50万人以上
15 9
指定都市 指定都市
20 18
全市 全市
815 681

【13-5】請願と同様の扱いをしなかった陳情の処理状況

人口段階別
所管委員会
のみの審査

その他

5万人未満 20 65
230 (8.7%) (28.3%)
5～10万人未満 22 64
217 (10.1%) (29.5%)
10～20万人未満 14 38
121 (11.6%) (31.4%)
20～30万人未満 6 8
40 (15.0%) (20.0%)
30～40万人未満 3 6
27 (11.1%) (22.2%)
40～50万人未満 1 9
19 (5.3%) (47.4%)
50万人以上 1 2
9 (11.1%) (22.2%)
指定都市 3 7
18 (16.7%) (38.9%)
全市 70 199
681 (10.3%) (29.2%)
各割合は、請願と同様の扱いをしなかった陳情の件数が1件以上の681市の人口段階別の市数を基準としている。

1,212

(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：市の数）

438

(42.9%)

(53.3%)

(45.0%)

16
(55.2%)

9
163

118

2,927

8,197

318

(25.0%)
6

【13-4】請願と同様の扱いを

464

149

142

81

24

(51.9%)

(57.5%)

(54.4%)

(51.1%)

「一部採択」
「趣旨採択」の運用を

採用している

請願と同様の扱いを
しなかった陳情の件数

1,344

1,651

(74.4%)

31
(77.5%)

19
(70.4%)

10
(52.6%)

7
(77.8%)

9
(50.0%)

507

(26.3%)
2

(22.2%)
5

(27.8%)
127

(18.6%)

(22.2%)
5

8

9

(79.1%)

(14.0%)

(53.7%)

17

45
(19.6%)

37
(17.1%)

(68.6%)

陳情書のコピー
配布

182

10

請願と同様の扱いをしなかった陳情の件数が1件以上あった
市は681市。指定都市は1市において2,115件あった。

166
(76.5%)

83

（令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答）（単位：市の数）　

陳情書の
文書表等配布
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14　地方自治法・議決関係

【14-1】地方自治法・議決関係
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

事例 市数 件数

地方自治法第176条第1項による再議の事例 7 8

地方自治法第176条第4項による再議の事例 1 1

地方自治法第177条第1項第1号による再議の事例
(義務費の削除減額議決に対する再議)

0 0

地方自治法第177条第1項第2号による再議の事例
(非常災害対策又は感染症予防費の削除減額議決に対する再議)

0 0

地方自治法等に基づく議会への諮問の事例 366 405

地方自治法第100条による調査事件の事例 24 25

地方自治法第100条の調査権は付与しないが、当該市の行政事務事業の
適正な執行を求めるために設置された調査特別委員会設置の事例

33 43

地方自治法第98条第1項による検閲・検査の事例 9 10

地方自治法第98条第2項による監査請求の事例 3 3

地方自治法第252条の40による個別外部監査請求の事例 0 0

地方自治法第74条による住民直接請求の事例 4 4

地方自治法第75条による監査請求の事例 0 0

地方自治法第178条による市長に対する不信任議決の事例 4 9

議長に対する不信任決議の事例 10 10

市長・正副議長等に対する辞職勧告決議の事例 25 35

市長・正副議長等に対する問責決議の事例 19 23

議員に対する懲罰の事例 18 25

議員に対する資格決定の事例 1 1

議員を対象とする政治倫理審査会の事例 35 39
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15　議長の選出方法・任期、会派

【15-1】議長選出時における議長就任希望者の所信表明等の機会の導入状況

人口段階別 導入している 導入していない

5万人未満 154 133
287 (53.7%) (46.3%)
5～10万人未満 131 116
247 (53.0%) (47.0%)
10～20万人未満 69 80
149 (46.3%) (53.7%)
20～30万人未満 14 33
47 (29.8%) (70.2%)
30～40万人未満 7 22
29 (24.1%) (75.9%)
40～50万人未満 5 16
21 (23.8%) (76.2%)
50万人以上 4 11
15 (26.7%) (73.3%)
指定都市 7 13
20 (35.0%) (65.0%)
全市 391 424
815 (48.0%) (52.0%)

【15-2】議長就任希望者の所信表明等の実施時期
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：市の数）

人口段階別 本会議中 議会運営委員会 協議等の場 その他

5万人未満 19 1 77 57
154 (12.3%) (0.6%) (50.0%) (37.0%)
5～10万人未満 12 0 37 82
131 (9.2%) (0.0%) (28.2%) (62.6%)
10～20万人未満 9 0 15 45
69 (13.0%) (0.0%) (21.7%) (65.2%)
20～30万人未満 0 0 3 11
14 (0.0%) (0.0%) (21.4%) (78.6%)
30～40万人未満 1 0 1 5
7 (14.3%) (0.0%) (14.3%) (71.4%)
40～50万人未満 0 0 1 4
5 (0.0%) (0.0%) (20.0%) (80.0%)
50万人以上 1 0 0 3
4 (25.0%) (0.0%) (0.0%) (75.0%)
指定都市 0 0 0 7
7 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%)
全市 42 1 134 214
391 (10.7%) (0.3%) (34.3%) (54.7%)
各割合は、議長就任希望者の所信表明等の機会を導入している391市の人口段階別の市数を基準としている。

その他は、休憩中等。

(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：市の数）
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人口段階別
申合せや慣例が

ある
申合せや慣例が

ない

5万人未満 216 71
287 (75.3%) (24.7%)
5～10万人未満 202 45
247 (81.8%) (18.2%)
10～20万人未満 120 29
149 (80.5%) (19.5%)
20～30万人未満 40 7
47 (85.1%) (14.9%)
30～40万人未満 25 4
29 (86.2%) (13.8%)
40～50万人未満 16 5
21 (76.2%) (23.8%)
50万人以上 10 5
15 (66.7%) (33.3%)
指定都市 12 8
20 (60.0%) (40.0%)
全市 641 174
815 (78.7%) (21.3%)

【15-4】申合せや慣例による議長の任期
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：市の数）

人口段階別 任期1年 任期2年 任期4年

5万人未満 33 176 7
216 (15.3%) (81.5%) (3.2%)
5～10万人未満 56 144 2
202 (27.7%) (71.3%) (1.0%)
10～20万人未満 47 72 1
120 (39.2%) (60.0%) (0.8%)
20～30万人未満 12 28 0
40 (30.0%) (70.0%) (0.0%)
30～40万人未満 16 9 0
25 (64.0%) (36.0%) (0.0%)
40～50万人未満 9 7 0
16 (56.3%) (43.8%) (0.0%)
50万人以上 3 7 0
10 (30.0%) (70.0%) (0.0%)
指定都市 6 6 0
12 (50.0%) (50.0%) (0.0%)
全市 182 449 10
641 (28.4%) (70.0%) (1.6%)
各割合は、議長任期に関する申合せや慣例がある641市の人口段階別の市数を基準としている。

【15-3】議長任期に関する申合せや慣例の有無
(令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：市の数）
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【15-5】会派の数
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別
会派制を
採用して
いない

1会派 2会派 3会派 4会派 5会派 6会派

5万人未満 41 14 34 35 42 40 30
287 (14.3%) (4.9%) (11.8%) (12.2%) (14.6%) (13.9%) (10.5%)
5～10万人未満 8 1 10 20 44 55 59
247 (3.2%) (0.4%) (4.0%) (8.1%) (17.8%) (22.3%) (23.9%)
10～20万人未満 1 0 1 8 22 32 50
149 (0.7%) (0.0%) (0.7%) (5.4%) (14.8%) (21.5%) (33.6%)
20～30万人未満 0 0 0 0 7 16 13
47 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (14.9%) (34.0%) (27.7%)
30～40万人未満 0 0 0 1 6 8 4
29 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (3.4%) (20.7%) (27.6%) (13.8%)
40～50万人未満 0 0 0 1 1 2 9
21 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (4.8%) (4.8%) (9.5%) (42.9%)
50万人以上 0 0 0 0 0 5 3
15 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (33.3%) (20.0%)
指定都市 0 0 0 0 2 7 3
20 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (10.0%) (35.0%) (15.0%)
全市 50 15 45 65 124 165 171
815 (6.1%) (1.8%) (5.5%) (8.0%) (15.2%) (20.2%) (21.0%)

人口段階別 7会派 8会派 9会派
10会派
以上

5万人未満 15 12 5 2
287 (5.2%) (4.2%) (1.7%) (0.7%)
5～10万人未満 31 12 2 4
247 (12.6%) (4.9%) (0.8%) (1.6%)
10～20万人未満 16 9 4 6
149 (10.7%) (6.0%) (2.7%) (4.0%)
20～30万人未満 4 3 3 1
47 (8.5%) (6.4%) (6.4%) (2.1%)
30～40万人未満 3 5 1 1
29 (10.3%) (17.2%) (3.4%) (3.4%)
40～50万人未満 3 2 1 2
21 (14.3%) (9.5%) (4.8%) (9.5%)
50万人以上 2 2 1 2
15 (13.3%) (13.3%) (6.7%) (13.3%)
指定都市 3 3 0 2
20 (15.0%) (15.0%) (0.0%) (10.0%)
全市 77 48 17 20
815 (9.4%) (5.9%) (2.1%) (2.5%) (2.2%)

(0.0%)
0

(0.0%)
0

(0.0%)
18

0

会派制を採用しているが、
会派が結成されていない

17
(5.9%)

1
(0.4%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)
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16　議会及び議員に関する条例の制定状況等

【16-1】議会基本条例の制定状況
（令和3年12月31日現在）(単位：市の数)

人口段階別 制定している

5万人未満 203
287 (70.7%)
5～10万人未満 171
247 (69.2%)
10～20万人未満 103
149 (69.1%)
20～30万人未満 27
47 (57.4%)
30～40万人未満 16
29 (55.2%)
40～50万人未満 13
21 (61.9%)
50万人以上 6
15 (40.0%)
指定都市 16
20 (80.0%)
全市 555
815 (68.1%)
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【16-2】議員についての政治倫理・資産公開に関する条例の制定状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別
政治倫理条例（資産公
開の規定を含む）を制

定している

政治倫理条例（資産公
開の規定を含まない）
と資産公開条例をそれ

ぞれ制定している

政治倫理条例（資産公
開の規定を含まない）
のみを制定している

資産公開条例のみ
制定している

5万人未満 10 0 140 0
287 (3.5%) (0.0%) (48.8%) (0.0%)
5～10万人未満 14 0 120 0
247 (5.7%) (0.0%) (48.6%) (0.0%)
10～20万人未満 10 1 59 0
149 (6.7%) (0.7%) (39.6%) (0.0%)
20～30万人未満 2 0 14 0
47 (4.3%) (0.0%) (29.8%) (0.0%)
30～40万人未満 1 0 12 0
29 (3.4%) (0.0%) (41.4%) (0.0%)
40～50万人未満 2 1 7 0
21 (9.5%) (4.8%) (33.3%) (0.0%)
50万人以上 0 0 4 0
15 (0.0%) (0.0%) (26.7%) (0.0%)
指定都市 3 2 0 15
20 (15.0%) (10.0%) (0.0%) (75.0%)
全市 42 4 356 15
815 (5.2%) (0.5%) (43.7%) (1.8%)

【16-3】自治基本条例(まちづくり基本条例等を含む)の制定状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

議会に関する規定を含む自治基本条例
(まちづくり基本条例等を含む)を制定している

議会に関する規定を含まない自治基本条例
（まちづくり基本条例等を含む）を制定している

73 10
(25.4%) (3.5%)

75 26
(30.4%) (10.5%)

56 13
(37.6%) (8.7%)

19 2
(40.4%) (4.3%)

9 3
(31.0%) (10.3%)

7 2
(33.3%) (9.5%)

6 0
(40.0%) (0.0%)

(30.8%) (7.1%)

6 2
(30.0%) (10.0%)

251 58
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【16-4】地方自治法第96条第2項の規定による議決事件の追加状況

【16-5】地方自治法第96条第2項の規定による追加の議決事件の内容
　（令和3年12月31日現在、複数回答）

※各追加の議決事件の内容の割合は、地方自治法第96条第2項の規定により議決事件を追加している800市を基準としている。

800
(98.2%)

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満

20
全市

149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満

47
(100.0%)

29

815

21
50万人以上
15
指定都市

(100.0%)

追加の議決事件の内容 市数 追加の議決事件の内容 市数

基本構想
666

職員の定数
8

(83.3%) (1.0%)

市の基本計画
295 27

(36.9%) (3.4%)

市の基本計画以外の重要な計画
113

重要な契約に関するもの

10
(14.1%) (1.3%)

市民功労者表彰、名誉市民
549

オンブズマンの委嘱等

8
(68.6%) (1.0%)

市民憲章
67

法人・団体等との協定に関するもの

175
(8.4%) (21.9%)

都市宣言
76

定住自立圏構想・連携中枢都市圏に関するもの

216
(9.5%) (27.0%)

姉妹都市、友好都市提携
110

上記以外の議決事件

(13.8%)

21
(100.0%)

15
(100.0%)

20
(100.0%)

　（令和3年12月31日現在）(単位：市の数)

人口段階別 追加している

281
(97.9%)

241
(97.6%)

146
(98.0%)
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【16-6】議選監査委員の選任の廃止状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別 廃止している

5万人未満 14
287 (4.9%)
5～10万人未満 10
247 (4.0%)
10～20万人未満 5
149 (3.4%)
20～30万人未満 1
47 (2.1%)
30～40万人未満 1
29 (3.4%)
40～50万人未満 0
21 (0.0%)
50万人以上 0
15 (0.0%)
指定都市 0
20 (0.0%)
全市 31
815 (3.8%)

【16-7】議選監査委員の廃止に関する条例の提出者
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

議員 6

提出者 市数

執行機関 15

所管委員会 10
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【16-8】監査委員事務局の設置状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別
条例により監
査委員事務局
を設置している

設置していない その他

5万人未満 283 1 3
287 (98.6%) (0.3%) (1.0%)
5～10万人未満 244 2 1
247 (98.8%) (0.8%) (0.4%)
10～20万人未満 149 0 0
149 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
20～30万人未満 47 0 0
47 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
30～40万人未満 29 0 0
29 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
40～50万人未満 21 0 0
21 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
50万人以上 15 0 0
15 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
指定都市 20 0 0
20 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
全市 808 3 4
815 (99.1%) (0.4%) (0.5%)

【16-9】議会事務局職員と監査委員事務局職員の兼務の状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別 兼務している

5万人未満 39
283 (13.8%)
5～10万人未満 5
244 (2.0%)
10～20万人未満 0
149 (0.0%)
20～30万人未満 0
47 (0.0%)
30～40万人未満 0
29 (0.0%)
40～50万人未満 0
21 (0.0%)
50万人以上 0
15 (0.0%)
指定都市 0
20 (0.0%)
全市 44
808 (5.4%)
割合は、条例により監査事務局を設置している808市を基準としている。
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【16-10】令和3年中の市議会議員一般選挙の実施状況
（令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：市の数）

人口段階別
市議会議員一般選挙

が行われた

5万人未満 62
287 (21.6%)
5～10万人未満 51
247 (20.6%)
10～20万人未満 31
149 (20.8%)
20～30万人未満 2
47 (4.3%)
30～40万人未満 3
29 (10.3%)
40～50万人未満 5
21 (23.8%)
50万人以上 0
15 (0.0%)
指定都市 1
20 (5.0%)
全市 155
815 (19.0%)

【16-11】市議会議員一般選挙時における候補者のビラの頒布の状況
（令和3年1月1日～令和3年12月31日）（単位：市の数）

人口段階別 ビラを頒布した

5万人未満 55
62 (88.7%)
5～10万人未満 49
51 (96.1%)
10～20万人未満 29
31 (93.5%)
20～30万人未満 2
2 (100.0%)
30～40万人未満 3
3 (100.0%)
40～50万人未満 5
5 (100.0%)
50万人以上 0
0 (0.0%)
指定都市 1
1 (100.0%)
全市 144
155 (92.9%)
市議会議員一般選挙が行われた155市を基準としている。
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17　広報広聴

【17-1】本会議・委員会の放送方法
（令和3年12月31日現在、複数回答）（単位：市の数）

庁舎内 580 10 6 44 103
モニターテレビ (71.2%) (17.5%) (37.5%) (31.4%) (12.6%)
庁舎内 93 4 1 10 32
音声放送 (11.4%) (7.0%) (6.3%) (7.1%) (3.9%)

237 2 1 9 16
(29.1%) (3.5%) (6.3%) (6.4%) (2.0%)

9 1 0 0 1
(1.1%) (1.8%) (0.0%) (0.0%) (0.1%)

11 1 0 0 1
(1.3%) (1.8%) (0.0%) (0.0%) (0.1%)
567 14 6 42 136

(69.6%) (24.6%) (37.5%) (30.0%) (16.7%)
723 14 6 50 156

(88.7%) (24.6%) (37.5%) (35.7%) (19.1%)
その他の 154 2 0 8 30
放送方法 (18.9%) (3.5%) (0.0%) (5.7%) (3.7%)

庁舎内 115 127 5 57 39
モニターテレビ (30.7%) (25.2%) (16.7%) (9.0%) (4.8%)
庁舎内 26 29 1 18 20
音声放送 (6.9%) (5.8%) (3.3%) (2.8%) (2.5%)

16 20 3 6 2
(4.3%) (4.0%) (10.%) (0.9%) (0.2%)

2 2 0 1 0
(0.5%) (0.4%) (0.0%) (0.2%) (0.0%)

2 2 0 1 0
(0.5%) (0.4%) (0.0%) (0.2%) (0.0%)
126 143 7 83 53

(33.6%) (28.4%) (23.3%) (13.1%) (6.5%)
145 156 8 83 53

(38.7%) (31.0%) (26.7%) (13.1%) (6.5%)
その他の 25 27 1 19 13
放送方法 (6.7%) (5.4%) (3.3%) (3.0%) (1.6%)
各割合は、各会議の設置市数を基準としている。

インターネット
（生中継・携帯端末含む）

インターネット
（録画・携帯端末含む）

インターネット
（録画・携帯端末除く）

インターネット
（生中継・携帯端末除く）

予算審査
(57市）

放送方法
予算審査
(375市）

決算審査
（504市）

ケーブルテレビ

インターネット
（録画・携帯端末除く）

放送方法
本会議
(815市）

常任委員会

予算・決算
以外

（633市）

予算・決算
審査

（140市）

ケーブルテレビ

予算・決算
以外

（815市）

決算審査
（16市）

インターネット
（生中継・携帯端末除く）

インターネット
（録画・携帯端末含む）

議会運営
委員会
（815市）

インターネット
（生中継・携帯端末含む）

特別委員会

予算・決算
審査（30市）
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【17-2】個々の議案に対する賛否の公表
(令和3年12月31日現在)(単位：市の数)

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815
「会派ごとに公表」は、会派ごと及び無会派議員は議員ごとに公表している場合。

その他は、「記名投票のみ、議員ごとに公表」「公表媒体により異なる」等。

【17-3】議案に対する賛否を公表している媒体
（令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答)(単位：市の数)

人口段階別

5万人未満
244
5～10万人未満
225
10～20万人未満
138
20～30万人未満
39
30～40万人未満
27
40～50万人未満
17
50万人以上
13
指定都市
19
全市
722
各割合は、「議員ごとに公表している」「会派ごとに公表している」722市の人口段階別の市数を基準としている。

その他は、「議会公式フェイスブックページでの公表」等。

ホームページには、「賛否が掲載された議会だより」のホームページ掲載を含まない。

議会だより ホームページ その他

(3.7%)
2

(11.8%)
1

(7.7%)
3

5
(2.0%)

2
(0.9%)

1
(0.7%)

2
(5.1%)

1

(76.5%)
11

(74.1%)
13

89
(36.5%)

(15.8%)
17

(84.6%)
13

(68.4%)
673

(2.4%)(50.7%)

(94.7%)
366

(93.2%)

(94.7%)
218

(96.9%)
128

(92.8%)
32

(84.6%)
18

(61.6%)
27

(69.2%)
20

103
(45.8%)

85

(82.1%)
26

(96.3%)
14

(82.4%)
11

(6.7%)
0

(0.0%)
16

(2.0%)

231

(8.5%)
2

(6.9%)
2

(9.5%)
1

(33.3%) (9.5%)
6 7 1

(65.5%) (27.6%) (0.0%)
10 7 2

(55.3%)

その他

4
(1.4%)

3
(1.2%)

0
(0.0%)

4

(78.7%) (9.9%) (9.4%)

(30.0%) (65.0%) (5.0%)
641 81 77

(40.0%) (46.7%) (6.7%)
6 13 1

(47.6%)

(27.7%) (8.5%)
19 8 0

(80.5%) (12.1%) (7.4%)
26 13 4

120 18 11

(84.3%) (0.7%) (13.6%)
212 13 19

議員ごとに公表  会派ごとに公表  公表していない

242 2 39

(85.8%) (5.3%) (7.7%)
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【17-4】議会広報(だより)の発行状況
(令和3年12月31日現在)(単位：市の数)

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【17-5】議会広報(だより)の発行回数
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)(単位：市の数)

人口段階別 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回以上

5万人未満 1 0 2 236 29 1 1
270 (0.4%) (0.0%) (0.7%) (87.4%) (10.7%) (0.4%) (0.4%)
5～10万人未満 1 0 1 178 53 4 1
238 (0.4%) (0.0%) (0.4%) (74.8%) (22.3%) (1.7%) (0.4%)
10～20万人未満 0 1 0 106 32 3 1
143 (0.0%) (0.7%) (0.0%) (74.1%) (22.4%) (2.1%) (0.7%)
20～30万人未満 0 0 0 27 15 3 0
45 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (60.0%) (33.3%) (6.7%) (0.0%)
30～40万人未満 0 0 0 16 10 3 0
29 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (55.2%) (34.5%) (10.3%) (0.0%)
40～50万人未満 0 0 0 10 9 1 0
20 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (50.0%) (45.0%) (5.0%) (0.0%)
50万人以上 0 0 0 8 4 2 0
14 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (57.1%) (28.6%) (14.3%) (0.0%)
指定都市 0 0 0 12 4 1 2
19 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (63.2%) (21.1%) (5.3%) (10.5%)
全市 2 1 3 593 156 18 5
778 (0.3%) (0.1%) (0.4%) (76.2%) (20.1%) (2.3%) (0.6%)
各割合は、議会が単独で発行している778市の人口段階別の市数を基準としている。

議会が単独で発行
している

市広報内に掲載
している

270 11
(94.1%) (3.8%)

238 9
(96.4%) (3.6%)

143 5
(96.%) (3.4%)

45 2
(95.7%) (4.3%)

29 0
(100.0%) (0.0%)

20 1
(95.2%) (4.8%)

(93.3%) (6.7%)
19 1

14 1

(95.5%) (3.7%)

(95.0%) (5.0%)
778 30
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【17-6】議会広報(だより)の編集会議の有無

人口段階別

5万人未満
281
5～10万人未満
247
10～20万人未満
148
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
808

【17-7】議会広報(だより)の編集会議の種類
(令和3年12月31日現在)(単位：市の数)

人口段階別
常任

委員会
特別
委員会

議会運営
委員会

協議等
の場

任意の
会議体

その他

5万人未満 18 90 3 98 53 11
273 (6.6%) (33.0%) (1.1%) (35.9%) (19.4%) (4.0%)
5～10万人未満 19 57 9 82 60 13
240 (7.9%) (23.8%) (3.8%) (34.2%) (25.0%) (5.4%)
10～20万人未満 10 17 8 63 37 5
140 (7.1%) (12.1%) (5.7%) (45.0%) (26.4%) (3.6%)
20～30万人未満 1 2 1 20 14 2
40 (2.5%) (5.0%) (2.5%) (50.0%) (35.0%) (5.0%)
30～40万人未満 0 0 0 14 11 4
29 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (48.3%) (37.9%) (13.8%)
40～50万人未満 0 0 1 10 4 3
18 (0.0%) (0.0%) (5.6%) (55.6%) (22.2%) (16.7%)
50万人以上 1 0 1 3 5 2
12 (8.3%) (0.0%) (8.3%) (25.0%) (41.7%) (16.7%)
指定都市 0 0 1 3 9 4
17 (0.0%) (0.0%) (5.9%) (17.6%) (52.9%) (23.5%)
全市 49 166 24 293 193 44
769 (6.4%) (21.6%) (3.1%) (38.1%) (25.1%) (5.7%)
各割合は、議会広報(だより)編集会議がある769市の人口段階別の市数を基準としている。

任意の会議体とは、規程や要綱などの内規に基づくものを指す。

(95.2%)

(85.0%)
769

(80.0%)
17

(令和3年12月31日現在)(単位：市の数)

各割合は、議会広報(だより)を発行している808市(市広報内に掲載している市を含む)の人口段階別の市数を基準として
いる。

編集会議がある

273

(94.6%)
40

(97.2%)
140

(97.2%)
240

(85.7%)
12

(100.0%)
18

(85.1%)
29
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【17-8】議会広報(だより)の編集体制
(令和3年12月31日現在)(単位：市の数)

人口段階別
議員だけ
で作成

議員と議会事
務局の共同

で作成

議会事務局
だけで作成

民間に委託 その他

5万人未満 29 237 9 1 5
275 (10.5%) (86.2%) (3.3%) (0.4%) (1.8%)
5～10万人未満 12 217 6 1 11
248 (4.8%) (87.5%) (2.4%) (0.4%) (4.4%)
10～20万人未満 7 126 6 2 7
152 (4.6%) (82.9%) (3.9%) (1.3%) (4.6%)
20～30万人未満 3 35 5 0 4
48 (6.3%) (72.9%) (10.4%) (0.0%) (8.3%)
30～40万人未満 0 22 4 0 3
29 (0.0%) (75.9%) (13.8%) (0.0%) (10.3%)
40～50万人未満 0 13 4 0 4
21 (0.0%) (61.9%) (19.0%) (0.0%) (19.0%)
50万人以上 0 12 2 0 1
15 (0.0%) (80.0%) (13.3%) (0.0%) (6.7%)
指定都市 0 10 4 0 6
20 (0.0%) (50.0%) (20.0%) (0.0%) (30.0%)
全市 51 672 40 4 41
808 (6.3%) (83.2%) (5.0%) (0.5%) (5.1%)
各割合は、議会広報(だより)を発行している808市(市広報内に掲載している市を含む)の人口段階別の市数を基準としている。
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【17-9】フェイスブック・ツイッター等による議会の情報発信の状況

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【17-10】情報発信の方法
（令和3年12月31日現在、複数回答）（単位：市の数）

フェイス
ブック

ツイッター
メールマガ

ジン
ライン

インスタグ
ラム

 Youtube  その他

5万人未満 61 20 6 12 2 58 1
114 (53.5%) (17.5%) (5.3%) (10.5%) (1.8%) (50.9%) (0.9%)
5～10万人未満 57 27 9 18 2 50 6
104 (54.8%) (26.0%) (8.7%) (17.3%) (1.9%) (48.1%) (5.8%)
10～20万人未満 53 28 10 17 4 42 9
86 (61.6%) (32.6%) (11.6%) (19.8%) (4.7%) (48.8%) (10.5%)
20～30万人未満 16 13 5 4 1 12 2
29 (55.2%) (44.8%) (17.2%) (13.8%) (3.4%) (41.4%) (6.9%)
30～40万人未満 12 8 2 4 2 8 1
17 (70.6%) (47.1%) (11.8%) (23.5%) (11.8%) (47.1%) (5.9%)
40～50万人未満 8 5 1 2 1 2 0
15 (53.3%) (33.3%) (6.7%) (13.3%) (6.7%) (13.3%) (0.0%)
50万人以上 2 5 0 2 0 4 0
7 (28.6%) (71.4%) (0.0%) (28.6%) (0.0%) (57.1%) (0.0%)
指定都市 12 7 1 3 2 11 0
16 (75.0%) (43.8%) (6.3%) (18.8%) (12.5%) (68.8%) (0.0%)
全市 221 113 34 62 14 187 19
388 (57.0%) (29.1%) (8.8%) (16.0%) (3.6%) (48.2%) (4.9%)
各割合は、フェイスブック、ツイッター等で議会の情報を発信している388市の人口段階別の市数を基準としている。

388
(47.6%)

(80.0%)

29
(61.7%)

17
(58.6%)

15

(令和3年12月31日現在)(単位：市の数)

(71.4%)
7

(46.7%)
16

(39.7%)
104

(42.1%)
86

(57.7%)

フェイスブック・ツイッター等によ
り、議会の情報を発信している

114
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18　住民等の議会への参画

【18-1】議会報告会の開催状況
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)(単位：市の数)

人口段階別
議会基本条例に
基づく議会報告会

を開催した

申し合わせ等に
基づく議会報告会

を開催した

5万人未満 64 8
287 (22.3%) (2.8%)
5～10万人未満 56 9
247 (22.7%) (3.6%)
10～20万人未満 50 5
149 (33.6%) (3.4%)
20～30万人未満 13 2
47 (27.7%) (4.3%)
30～40万人未満 6 1
29 (20.7%) (3.4%)
40～50万人未満 4 2
21 (19.0%) (9.5%)
50万人以上 3 0
15 (20.0%) (0.0%)
指定都市 2 0
20 (10.0%) (0.0%)
全市 198 27
815 (24.3%) (3.3%)

【18-2】議会報告会の主な内容
(令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答)(単位：市の数)

人口段階別 報告のみ 意見交換のみ 報告及び意見交換 その他

5万人未満 8 20 33 17
72 (11.1%) (27.8%) (45.8%) (23.6%)
5～10万人未満 7 17 36 11
65 (10.8%) (26.2%) (55.4%) (16.9%)
10～20万人未満 9 10 24 19
55 (16.4%) (18.2%) (43.6%) (34.5%)
20～30万人未満 3 3 5 6
15 (20.0%) (20.0%) (33.3%) (40.0%)
30～40万人未満 0 1 4 2
7 (0.0%) (14.3%) (57.1%) (28.6%)
40～50万人未満 0 3 2 1
6 (0.0%) (50.0%) (33.3%) (16.7%)
50万人以上 1 0 1 1
3 (33.3%) (0.0%) (33.3%) (33.3%)
指定都市 0 1 0 1
2 (0.0%) (50.0%) (0.0%) (50.0%)
全市 28 55 105 58
225 (12.4%) (24.4%) (46.7%) (25.8%)
各割合は、議会報告会を開催した225市の人口段階別の市数を基準としている。
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【18-3】議会モニター制度の採用状況
（令和3年12月31日現在）(単位：市の数)

人口段階別
議会モニター制度を

採用している

5万人未満 12
287 (4.2%)
5～10万人未満 12
247 (4.9%)
10～20万人未満 10
149 (6.7%)
20～30万人未満 1
47 (2.1%)
30～40万人未満 2
29 (6.9%)
40～50万人未満 1
21 (4.8%)
50万人以上 0
15 (0.0%)
指定都市 0
20 (0.0%)
全市 38
815 (4.7%)

【18-4】議会におけるパブリックコメントの実施状況
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)（単位：市の数）

人口段階別 実施した

5万人未満 11
287 (3.8%)
5～10万人未満 9
247 (3.6%)
10～20万人未満 10
149 (6.7%)
20～30万人未満 3
47 (6.4%)
30～40万人未満 2
29 (6.9%)
40～50万人未満 1
21 (4.8%)
50万人以上 1
15 (6.7%)
指定都市 3
20 (15.0%)
全市 40
815 (4.9%)
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【18-5】住民アンケート調査の実施状況

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

23

(10.7%)

(10.0%)
87

（令和3年1月1日～令和3年12月31日)（単位：市の数）

(4.8%)
1

(6.7%)
2

(15.4%)
6

(12.8%)
4

(13.8%)
1

住民に対し市政及び議会に関する
アンケート調査を実施した

27
(9.4%)

23
(9.3%)

73



【18-6】専門的知見の活用の事例
(令和3年1月1日～令和3年12月31日、6市7件)

都道
府県

市区名
人口
段階

委託
契約

専門的知見を有す
る者に関わる費用

具体的内容

岩手県 久慈市 A 無 有償
議員全員協議会において、議会改革の推
進についての講義及び職員とのワーク
ショップのファシリテーター。

群馬県 桐生市 C 無 無償

３月２６日、議会改革調査特別委員会主
催により、「人類学的知見によるいじめの
構造と少子化問題について」と題して、オ
ンライン研修会を実施した。

静岡県 御殿場市 B 有 有償
明治大学自治体政策経営研究所と委託
契約を締結し、全議員を対象に講義して
いただいた。

大阪府 箕面市 C 無 有償
外部有識者を講師に招き、議員研修会を
開催した。

大阪府 箕面市 C 無 有償
自治体職員による研修会大学講師に対す
る市議会アドバイザーへの委嘱

京都府 舞鶴市 B 無 有償
自治体職員による研修会大学講師に対す
る市議会アドバイザーへの委嘱

岡山県 笠岡市 A 有 有償 １００条委員会運営に係る法的助言
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【18-7】子ども議会、女性議会、模擬議会の開催状況
(令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答)

開催市数 開催回数 開催市数 開催回数 開催市数 開催回数

5万人未満 23 3 9
287 (8.0%) (1.0%) (3.1%)
5～10万人未満 31 1 8
247 (12.6%) (0.4%) (3.2%)
10～20万人未満 16 3 1
149 (10.7%) (2.0%) (0.7%)
20～30万人未満 3 0 2
47 (6.4%) (0.0%) (4.3%)
30～40万人未満 4 0 1
29 (13.8%) (0.0%) (3.4%)
40～50万人未満 4 0 0
21 (19.0%) (0.0%) (0.0%)
50万人以上 1 0 0
15 (6.7%) (0.0%) (0.0%)
指定都市 2 0 2
20 (10.0%) (0.0%) (10.0%)
全市 84 7 23
815 (10.3%) (0.9%) (2.8%)

121

17

10

1

2

1

0

18

49

0

0

0

10

05

16

3

1

2

145

3

0

021

人口段階別
子ども議会 女性議会 模擬議会

28 6
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【18-8】議会と大学等との協定の締結状況

30～40万人未満

40～50万人未満

大学等とは、そのほか大学院や研究機関等を指す。

(0.0%)
0

(0.0%)
1

(5.0%)
指定都市
20
全市
815

29

21
50万人以上
15

10～20万人未満
149
20～30万人未満
47

5万人未満
287
5～10万人未満
247

36
(4.4%)

（令和3年12月31日現在）(単位：市の数)

5
(10.6%)

3
(10.3%)

0

(1.0%)
13

(5.3%)
11

(7.4%)

大学等との協定を締結している

3

人口段階別
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19　議会のＩＣＴ化

（令和3年1月1日～令和3年12月31日)（単位：市の数）

全議員持ち込みが
原則

希望する議員のみ
持ち込み可

全議員持ち込みが
原則

希望する議員のみ
持ち込み可

パソコン 13 155 15 198

815 (1.6%) (19.0%) (1.8%) (24.3%)

タブレット端末 330 147 340 172

815 (40.5%) (18.0%) (41.7%) (21.1%)

【19-2】全議員を対象とするタブレット端末の導入状況
（令和3年12月31日現在)（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満

287

5～10万人未満

247

10～20万人未満

149

20～30万人未満

47

30～40万人未満

29

40～50万人未満

21

50万人以上

15

指定都市

20

全市

815

(44.6%)

(51.9%)

(59.1%)

26

13

(61.9%)

9

(60.0%)

(55.3%)

18

(62.1%)

【19-1】本会議場・委員会室での議員のパソコン・タブレット端末の使用状況

令和3年1月1日～令和3年12月31日の期間内に、本会議場・委員会室で議員がパソコン・タブレット端末を使用した事例がある市の持込
状況をとりまとめている。

9

(45.0%)

423

全議員を対象とするタブレット端末を
導入している

128

132

(53.4%)

88

本会議場 委員会室
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【19-3】タブレット端末の導入経費・形態
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別
公費で購入
し議員に貸

与

政務活動
費で購入

議員の私
費で購入

公費による
リース又は
レンタル

政務活動
費による

リース又は
レンタル

複数の経
費で按分

その他

5万人未満 74 1 5 39 0 5 4
128 (57.8%) (0.8%) (3.9%) (30.5%) (0.0%) (3.9%) (3.1%)
5～10万人未満 62 1 3 57 1 7 1
132 (47.0%) (0.8%) (2.3%) (43.2%) (0.8%) (5.3%) (0.8%)
10～20万人未満 34 1 2 42 0 6 3
88 (38.6%) (1.1%) (2.3%) (47.7%) (0.0%) (6.8%) (3.4%)
20～30万人未満 9 0 0 14 0 0 3
26 (34.6%) (0.0%) (0.0%) (53.8%) (0.0%) (0.0%) (11.5%)
30～40万人未満 3 2 0 9 1 1 2
18 (16.7%) (11.1%) (0.0%) (50.0%) (5.6%) (5.6%) (11.1%)
40～50万人未満 2 0 0 9 0 2 0
13 (15.4%) (0.0%) (0.0%) (69.2%) (0.0%) (15.4%) (0.0%)
50万人以上 3 0 0 6 0 0 0
9 (33.3%) (0.0%) (0.0%) (66.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
指定都市 2 0 0 5 0 0 2
9 (22.2%) (0.0%) (0.0%) (55.6%) (0.0%) (0.0%) (22.2%)
全市 189 5 10 181 2 21 15
423 (44.7%) (1.2%) (2.4%) (42.8%) (0.5%) (5.0%) (3.5%)

5万人未満
128
5～10万人未満
132
10～20万人未満
88
20～30万人未満
26
30～40万人未満
18
40～50万人未満
13
50万人以上
9
指定都市
9
全市
423
全議員を対象とするタブレット端末を導入している423市の人口段階別の市数を基準としている。

125

全議員を対象とするタブレット端末を導入している423市の人口段階別の市数を基準としている。

【19-4】庁舎外へのタブレット端末の持ち出し許可状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別 持ち出しを認めている

9

(97.7%)
130

(98.5%)
86

(97.7%)
24

(92.3%)
17

(94.4%)
13

(100.0%)

(100.0%)
9

(100.0%)
413

(97.6%)
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人口段階別

庁舎内での
公務（本会

議、委員会、
協議等の場

など）

庁舎外での
公務（行政
視察など）

政務活動
（政務活動
費を充当す

る活動）

議員活動
（公務及び政
務活動以外
の議員活

動）

私的活動
（私人として

の活動）
その他

5万人未満 126 119 83 97 20 10
128 (98.4%) (93.0%) (64.8%) (75.8%) (15.6%) (7.8%)
5～10万人未満 131 122 83 97 13 1
132 (99.2%) (92.4%) (62.9%) (73.5%) (9.8%) (0.8%)
10～20万人未満 86 82 66 58 6 5
88 (97.7%) (93.2%) (75.0%) (65.9%) (6.8%) (5.7%)
20～30万人未満 26 25 16 14 3 2
26 (100.0%) (96.2%) (61.5%) (53.8%) (11.5%) (7.7%)
30～40万人未満 16 14 11 9 3 7
18 (88.9%) (77.8%) (61.1%) (50.0%) (16.7%) (38.9%)
40～50万人未満 12 12 9 7 1 2
13 (92.3%) (92.3%) (69.2%) (53.8%) (7.7%) (15.4%)
50万人以上 7 6 2 5 0 2
9 (77.8%) (66.7%) (22.2%) (55.6%) (0.0%) (22.2%)
指定都市 9 4 2 1 1 1
9 (100.0%) (44.4%) (22.2%) (11.1%) (11.1%) (11.1%)
全市 413 384 272 288 47 30
423 (97.6%) (90.8%) (64.3%) (68.1%) (11.1%) (7.1%)

5万人未満
128
5～10万人未満
132
10～20万人未満
88
20～30万人未満
26
30～40万人未満
18
40～50万人未満
13
50万人以上
9
指定都市
9
全市
423

一部の会議資料のみペーパーレス化している場合を含む。

人口段階別 ペーパーレス化している

【19-5】タブレット端末の利用目的
(令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答)(単位：市の数)

全議員を対象とするタブレット端末を導入している423市の人口段階別の市数を基準としている。

【19-6】タブレット端末の活用による会議資料のペーパーレス化の状況
(令和3年12月31日)(単位：市の数)

(92.3%)

104
(81.3%)

122
(92.4%)

76
(86.4%)

23
(88.5%)

16
(88.9%)

12

全議員を対象とするタブレット端末を導入している423市の人口段階別の市数を基準としている。

8
(88.9%)

9
(100.0%)

370
(87.5%)
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（令和3年1月1日～令和3年12月31日)（単位：市の数）

議長許可
その他の許可制

など
委員長許可

その他の許可制
など

説明用スクリーン 110 29 49 5

815 (13.5%) (3.6%) (6.0%) (0.6%)

説明用パネル 222 36 60 13

815 (27.2%) (4.4%) (7.4%) (1.6%)

【19-8】電子表決(押しボタン式表決)システムの導入状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市

20

全市
815

(19.1%)

1

8
(27.6%)

令和3年1月1日～令和3年12月31日の期間内に、本会議場・委員会室で議員が説明用スクリーン及びパネルを使用した事例がある市の使用許
可状況をとりまとめている。

本会議場 委員会室

【19-7】本会議場・委員会室での議員の説明用スクリーン・パネルの使用許可状況

(5.0%)

164
(20.1%)

(6.7%)

電子表決(押しボタン式表決)
システムを導入している

44

5
(23.8%)

1

(15.3%)
60

(24.3%)
36

(24.2%)
9
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【19-9】会議録検索システムの導入状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

30～40万人未満

40～50万人未満

協議等の場会議録の割合は、協議等の場を設置している603市の人口段階別の市数を基準としている。

廃止された協議等の場の会議録検索システムを存置している市は除く。

21

29

(62.5%)

603
85

インターネット
による検索シ
ステムを導入

している

インターネット
による検索シ
ステムを導入

している

(11.0%)

委員会会議録 協議等の場会議録

(50.0%)

(38.9%)

(53.3%)

(14.1%)

本会議会議録

(71.8%)
218

146
(88.3%)

協議等の
場を設置

している市
（595市）

16

13

5
(16.7%)

1
6

(86.7%)

5

20

25

14

(2.1%)

(22.5%)

7

8

(66.4%)

(91.5%)

(93.1%)

(17.4%)

(41.7%)

236

181

111

28

18

全市

10～20万人未満

20～30万人未満

50万人以上

指定都市 20
8

50

103

99

全市
（815市）

287

247

149

47

29

15

43

27

20

287

247

47
(100.0%)

インターネット
による検索シ
ステムを導入

している

29

21

(98.0%)

206

47

全市
（815市）

815
(45.5%)

371

(76.2%)

(100.0%)

15

人口段階別

(100.0%)

(100.0%)

(100.0%)

702

15

20

815

(100.0%)

21

5万人未満

5～10万人未満

(86.1%)

15

20

149
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【19-10】会議録作成における音声認識システムの導入状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別 導入している 導入していない その他

5万人未満 86 188 13
287 (30.0%) (65.5%) (4.5%)
5～10万人未満 51 184 12
247 (20.6%) (74.5%) (4.9%)
10～20万人未満 32 107 10
149 (21.5%) (71.8%) (6.7%)
20～30万人未満 10 36 1
47 (21.3%) (76.6%) (2.1%)
30～40万人未満 3 24 2
29 (10.3%) (82.8%) (6.9%)
40～50万人未満 5 16 0
21 (23.8%) (76.2%) (0.0%)
50万人以上 4 9 2
15 (26.7%) (60.0%) (13.3%)
指定都市 4 14 2
20 (20.0%) (70.0%) (10.0%)
全市 195 578 42
815 (23.9%) (70.9%) (5.2%)
「音声認識システム」とは、本会議、委員会及び協議等の場の審議において、発言者の音声を認識し書き起こすシステムのことを指す（AIを含む）。

「その他」は、試行的に導入している市等。

【19-11】音声認識システムを導入している会議
（令和3年12月31日現在、複数回答）(単位：市の数)

人口段階別 本会議 委員会 協議等の場

5万人未満 31 82 54
86 (36.0%) (95.3%) (62.8%)
5～10万人未満 20 47 25
51 (39.2%) (92.2%) (49.0%)
10～20万人未満 10 28 22
32 (31.3%) (87.5%) (68.8%)
20～30万人未満 3 10 4
10 (30.0%) (100.0%) (40.0%)
30～40万人未満 2 3 2
3 (66.7%) (100.0%) (66.7%)
40～50万人未満 3 5 1
5 (60.0%) (100.0%) (20.0%)
50万人以上 1 4 1
4 (25.0%) (100.0%) (25.0%)
指定都市 0 4 1
4 (0.0%) (100.0%) (25.0%)
全市 70 183 110
195 (35.9%) (93.8%) (56.4%)
各割合は、音声認識システムを導入している195市の人口段階別の市数を基準としている。
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人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

人口段階別 会議規則 委員会条例 規程・要綱  その他

5万人未満 10 13 5 2
15 (66.7%) (86.7%) (33.3%) (13.3%)
5～10万人未満 17 20 6 0
21 (81.0%) (95.2%) (28.6%) (0.0%)
10～20万人未満 14 15 6 3
18 (77.8%) (83.3%) (33.3%) (16.7%)
20～30万人未満 3 8 3 0
8 (37.5%) (100.0%) (37.5%) (0.0%)
30～40万人未満 1 4 3 0
4 (25.0%) (100.0%) (75.0%) (0.0%)
40～50万人未満 1 4 1 0
4 (25.0%) (100.0%) (25.0%) (0.0%)
50万人以上 0 1 0 0
1 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
指定都市 3 5 3 0
6 (50.0%) (83.3%) (50.0%) (0.0%)
全市 49 70 27 5
77 (63.6%) (90.9%) (35.1%) (6.5%)

【19-12】委員会等のオンライン開催に係る会議規則、委員会条例等の改正状況

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

【19-13】委員会等のオンライン開催に係る改正の対象

各割合は、会議規則、委員会条例等のうち一部でも改正した77市の人口段階別の市数を基準としている。

(令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答)(単位：市の数)

会議規則、委員会条例等のうち
一部でも改正した

15
(5.2%)

21
(8.5%)

18
(12.1%)

8
(17.0%)

4
(13.8%)

(30.0%)
77

(9.4%)

4
(19.0%)

1
(6.7%)

6
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(令和3年1月1日～令和3年12月31日)(単位：市の数)

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

人口段階別 委員会
協議等の場(地
方自治法第100

条第12項)

委員会・協議等
の場以外の会
議(非公式含

む)

 行政視察  その他

5万人未満 6 6 11 12 8
31 (19.4%) (19.4%) (35.5%) (38.7%) (25.8%)
5～10万人未満 5 10 15 10 9
36 (13.9%) (27.8%) (41.7%) (27.8%) (25.0%)
10～20万人未満 6 6 25 13 9
43 (14.0%) (14.0%) (58.1%) (30.2%) (20.9%)
20～30万人未満 5 3 3 5 3
10 (50.0%) (30.0%) (30.0%) (50.0%) (30.0%)
30～40万人未満 2 2 3 2 1
6 (33.3%) (33.3%) (50.0%) (33.3%) (16.7%)
40～50万人未満 3 0 3 3 2
8 (37.5%) (0.0%) (37.5%) (37.5%) (25.0%)
50万人以上 0 2 2 1 0
4 (0.0%) (50.0%) (50.0%) (25.0%) (0.0%)
指定都市 2 0 2 0 0
4 (50.0%) (0.0%) (50.0%) (0.0%) (0.0%)
全市 29 29 64 46 32
142 (20.4%) (20.4%) (45.1%) (32.4%) (22.5%)

4
(20.0%)

142
(17.4%)

(20.7%)
8

(38.1%)
4

(26.7%)

【19-14】委員会等のオンライン開催状況

【19-15】オンラインで開催した会議

各割合は、委員会等をオンラインで開催した142市の人口段階別の市数を基準としている。

（令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答）（単位：市の数）

委員会等をオンラインで開催した

31
(10.8%)

36
(14.6%)

43
(28.9%)

10
(21.3%)

6
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20　議員間(自由)討議・執行部の反問権

【20-1】議員間(自由)討議の規定状況

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【20-2】議員間(自由)討議の根拠規定
(令和3年12月31日現在)（単位：市の数）

人口段階別
議会基本

条例
会議規則

要綱や
申合せ

その他

5万人未満 183 2 8 3
196 (93.4%) (1.0%) (4.1%) (1.5%)
5～10万人未満 149 5 6 7
167 (89.2%) (3.0%) (3.6%) (4.2%)
10～20万人未満 87 0 11 5
103 (84.5%) (0.0%) (10.7%) (4.9%)
20～30万人未満 22 0 5 0
27 (81.5%) (0.0%) (18.5%) (0.0%)
30～40万人未満 12 0 3 2
17 (70.6%) (0.0%) (17.6%) (11.8%)
40～50万人未満 12 0 3 0
15 (80.0%) (0.0%) (20.0%) (0.0%)
50万人以上 5 0 0 1
6 (83.3%) (0.0%) (0.0%) (16.7%)
指定都市 13 0 0 2
15 (86.7%) (0.0%) (0.0%) (13.3%)
全市 483 7 36 20
546 (88.5%) (1.3%) (6.6%) (3.7%)
各割合は、議員間(自由)討議を規定している546市の人口段階別の市数を基準としている。

546
(67.0%)

15
(71.4%)

6
(40.0%)

15
(75.0%)

(58.6%)

(令和3年12月31日現在)（単位：市の数）

議員間(自由)討議を条例や規則等で
規定している

196
(68.3%)

167
(67.6%)

103
(69.1%)

27
(57.4%)

17
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【20-3】議員間(自由)討議の実施状況
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)(単位：市の数)

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【20-4】議員間(自由)討議を行った会議の種類
（令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答）（単位：市の数）

人口段階別 本会議 協議等の場
事実上
の会議

その他

5万人未満 7 33 11 2
104 (6.7%) (31.7%) (10.6%) (1.9%)
5～10万人未満 3 24 9 3
103 (2.9%) (23.3%) (8.7%) (2.9%)
10～20万人未満 2 10 7 4
62 (3.2%) (16.1%) (11.3%) (6.5%)
20～30万人未満 0 5 3 0
17 (0.0%) (29.4%) (17.6%) (0.0%)
30～40万人未満 0 2 0 2
11 (0.0%) (18.2%) (0.0%) (18.2%)
40～50万人未満 2 2 0 0
11 (18.2%) (18.2%) (0.0%) (0.0%)
50万人以上 1 0 1 0
7 (14.3%) (0.0%) (14.3%) (0.0%)
指定都市 1 4 2 1
14 (7.1%) (28.6%) (14.3%) (7.1%)
全市 16 80 33 12
329 (4.9%) (24.3%) (10.0%) (3.6%)
各割合は、議員間(自由)討議を行った329市の人口段階別の市数を基準としている。

290
(88.1%)

10
(90.9%)

7
(100.0%)

13
(92.9%)

(90.9%)

(40.4%)

委員会

90
(86.5%)

87
(84.5%)

57
(91.9%)

16
(94.1%)

10

329

(41.6%)
17

(36.2%)
11

(37.9%)
11

(52.4%)
7

(46.7%)
14

(70.0%)

62

議員間(自由)討議を実施した

104
(36.2%)

103
(41.7%)
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【20-5】議員間(自由)討議を行った対象
（令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答）（単位：市の数）

人口段階別
市長提出の

議案等
議員・委員会
提出の議案等

請願・陳情等
の市民提案

その他

5万人未満 63 34 56 29
104 (60.6%) (32.7%) (53.8%) (27.9%)
5～10万人未満 70 29 47 27
103 (68.0%) (28.2%) (45.6%) (26.2%)
10～20万人未満 31 14 29 23
62 (50.0%) (22.6%) (46.8%) (37.1%)
20～30万人未満 9 2 8 9
17 (52.9%) (11.8%) (47.1%) (52.9%)
30～40万人未満 5 1 3 10
11 (45.5%) (9.1%) (27.3%) (90.9%)
40～50万人未満 4 2 5 6
11 (36.4%) (18.2%) (45.5%) (54.5%)
50万人以上 3 2 4 6
7 (42.9%) (28.6%) (57.1%) (85.7%)
指定都市 6 4 6 11
14 (42.9%) (28.6%) (42.9%) (78.6%)
全市 191 88 158 121
329 (58.1%) (26.7%) (48.0%) (36.8%)
各割合は、議員間(自由)討議を行った329市の人口段階別の市数を基準としている。
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【20-6】執行部の反問権の規定状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【20-7】執行部の反問権の根拠規定
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別
議会基本

条例
会議規則

要綱や
申合せ

その他

5万人未満 167 8 21 11
207 (80.7%) (3.9%) (10.1%) (5.3%)
5～10万人未満 140 15 19 11
185 (75.7%) (8.1%) (10.3%) (5.9%)
10～20万人未満 81 5 7 8
101 (80.2%) (5.0%) (6.9%) (7.9%)
20～30万人未満 19 0 3 1
23 (82.6%) (0.0%) (13.0%) (4.3%)
30～40万人未満 12 0 5 1
18 (66.7%) (0.0%) (27.8%) (5.6%)
40～50万人未満 11 1 1 1
14 (78.6%) (7.1%) (7.1%) (7.1%)
50万人以上 4 0 1 1
6 (66.7%) (0.0%) (16.7%) (16.7%)
指定都市 13 0 1 1
15 (86.7%) (0.0%) (6.7%) (6.7%)
全市 447 29 58 35
569 (78.6%) (5.1%) (10.2%) (6.2%)
各割合は、執行部の反問権（質問趣旨確認等の限定を含む）を規定している569市の

人口段階別の市数を基準としている。

(39.3%) (30.6%)

1 14
(5.0%) (70.0%)
320 249

(33.3%) (33.3%)
5 1

(33.3%) (6.7%)

7 11
(24.1%) (37.9%)

7 7

(36.9%) (30.9%)
12 11

(25.5%) (23.4%)

110 75
(44.5%) (30.4%)

55 46

執行部の反問権を
条例や規則などで

規定している

執行部の反問権を
限定（質問趣旨確認等）
して条例や規則などで

規定している
123 84

(42.9%) (29.3%)
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【20-8】執行部の反問権の行使状況
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)(単位：市の数)

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【20-9】執行部の反問権を行使した会議の種類
（令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答）（単位：市の数）

人口段階別 本会議 協議等の場
事実上
の会議

その他

5万人未満 43 1 0 0
47 (91.5%) (2.1%) (0.0%) (0.0%)
5～10万人未満 40 0 0 0
41 (97.6%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
10～20万人未満 22 2 0 0
25 (88.0%) (8.0%) (0.0%) (0.0%)
20～30万人未満 7 0 0 0
8 (87.5%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
30～40万人未満 1 1 0 0
5 (20.0%) (20.0%) (0.0%) (0.0%)
40～50万人未満 1 0 0 0
3 (33.3%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
50万人以上 1 0 0 0
2 (50.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
指定都市 4 0 0 2
6 (66.7%) (0.0%) (0.0%) (33.3%)
全市 119 4 0 2
137 (86.9%) (2.9%) (0.0%) (1.5%)
各割合は、執行部の反問権を行使した137市の人口段階別の市数を基準としている。

54
(39.4%)

2
(66.7%)

2
(100.0%)

3
(50.0%)

(80.0%)

(16.8%)

委員会

17
(36.2%)

11
(26.8%)

10
(40.0%)

5
(62.5%)

4

137

(16.8%)
8

(17.0%)
5

(17.2%)
3

(14.3%)
2

(13.3%)
6

(30.0%)

25

執行部の反問権を
行使した

47
(16.4%)

41
(16.6%)
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【20-10】執行部の反問権を行使した対象
（令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答）（単位：市の数）

人口段階別
市長提出の

議案等
議員・委員会
提出の議案等

請願・陳情等
の市民提案

一般質問 その他

5万人未満 17 0 0 40 0
47 (36.2%) (0.0%) (0.0%) (85.1%) (0.0%)
5～10万人未満 14 0 1 37 1
41 (34.1%) (0.0%) (2.4%) (90.2%) (2.4%)
10～20万人未満 11 0 0 21 2
25 (44.0%) (0.0%) (0.0%) (84.%) (8.0%)
20～30万人未満 3 0 0 6 1
8 (37.5%) (0.0%) (0.0%) (75.0%) (12.5%)
30～40万人未満 3 0 0 3 1
5 (60.0%) (0.0%) (0.0%) (60.0%) (20.0%)
40～50万人未満 3 0 0 0 0
3 (100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
50万人以上 1 1 0 1 0
2 (50.0%) (50.0%) (0.0%) (50.0%) (0.0%)
指定都市 3 1 2 3 4
6 (50.0%) (16.7%) (33.3%) (50.0%) (66.7%)
全市 55 2 3 111 9
137 (40.1%) (1.5%) (2.2%) (81.%) (6.6%)
各割合は、執行部の反問権を行使した137市の人口段階別の市数を基準としている。
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21　政務活動費

【21-1】政務活動費の交付状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別
交付して

いる
交付して
いない

その他

5万人未満 217 69 1
287 (75.6%) (24.0%) (0.3%)
5～10万人未満 227 19 1
247 (91.9%) (7.7%) (0.4%)
10～20万人未満 147 2 0
149 (98.7%) (1.3%) (0.0%)
20～30万人未満 47 0 0
47 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
30～40万人未満 29 0 0
29 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
40～50万人未満 21 0 0
21 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
50万人以上 15 0 0
15 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
指定都市 20 0 0
20 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
全市 723 90 2
815 (88.7%) (11.%) (0.2%)
「その他」は、交付を凍結している市及び特例条例により一時的に支給を停止している市。

【21-2】政務活動費の交付対象
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別 会派 議員
会派又は

議員
会派及び

議員
選択制 その他

5万人未満 59 76 71 2 8 1
217 (27.2%) (35.0%) (32.7%) (0.9%) (3.7%) (0.5%)
5～10万人未満 87 59 72 3 6 0
227 (38.3%) (26.0%) (31.7%) (1.3%) (2.6%) (0.0%)
10～20万人未満 65 20 48 5 8 1
147 (44.2%) (13.6%) (32.7%) (3.4%) (5.4%) (0.7%)
20～30万人未満 23 5 10 3 5 1
47 (48.9%) (10.6%) (21.3%) (6.4%) (10.6%) (2.1%)
30～40万人未満 14 5 5 1 3 1
29 (48.3%) (17.2%) (17.2%) (3.4%) (10.3%) (3.4%)
40～50万人未満 8 3 4 2 3 1
21 (38.1%) (14.3%) (19.0%) (9.5%) (14.3%) (4.8%)
50万人以上 7 1 1 0 6 0
15 (46.7%) (6.7%) (6.7%) (0.0%) (40.0%) (0.0%)
指定都市 8 0 1 2 8 1
20 (40.0%) (0.0%) (5.0%) (10.0%) (40.0%) (5.0%)
全市 271 169 212 18 47 6
723 (37.5%) (23.4%) (29.3%) (2.5%) (6.5%) (0.8%)
各割合は、政務活動費を交付している723市の人口段階別の市数を基準としている。

｢会派又は議員」は、会派又は会派に所属していない議員へ交付。

｢会派及び議員｣は、会派及び議員に併給。
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【21-3】政務活動費の交付額の算出基準
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別 月額 年額 その他

5万人未満 171 46 0
217 (78.8%) (21.2%) (0.0%)
5～10万人未満 174 52 1
227 (76.7%) (22.9%) (0.4%)
10～20万人未満 110 34 3
147 (74.8%) (23.1%) (2.0%)
20～30万人未満 44 1 2
47 (93.6%) (2.1%) (4.3%)
30～40万人未満 28 1 0
29 (96.6%) (3.4%) (0.0%)
40～50万人未満 20 1 0
21 (95.2%) (4.8%) (0.0%)
50万人以上 15 0 0
15 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
指定都市 20 0 0
20 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
全市 582 135 6
723 (80.5%) (18.7%) (0.8%)
各割合は、政務活動費を交付している723市の人口段階別の市数を基準としている。

【21-4】政務活動費の交付方法
（令和3年12月31日現在）(単位：市の数)

人口段階別 概算払い

会派に概算
払いし、会
派から議員
に精算払い

精算払い

5万人未満 192 3 22
217 (88.5%) (1.4%) (10.1%)
5～10万人未満 210 5 12
227 (92.5%) (2.2%) (5.3%)
10～20万人未満 138 5 4
147 (93.9%) (3.4%) (2.7%)
20～30万人未満 44 2 1
47 (93.6%) (4.3%) (2.1%)
30～40万人未満 26 2 1
29 (89.7%) (6.9%) (3.4%)
40～50万人未満 20 1 0
21 (95.2%) (4.8%) (0.0%)
50万人以上 14 1 0
15 (93.3%) (6.7%) (0.0%)
指定都市 19 1 0
20 (95.0%) (5.0%) (0.0%)
全市 663 20 40
723 (91.7%) (2.8%) (5.5%)
各割合は、政務活動費を交付している723市の人口段階別の市数を基準としている。
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【21-5】政務活動費の交付時期
（令和3年12月31日現在）(単位：市の数)

人口段階別 毎月交付
四半期
交付

半年交付 1年交付 その他

5万人未満 0 6 65 135 11
217 (0.0%) (2.8%) (30.0%) (62.2%) (5.1%)
5～10万人未満 0 15 66 139 7
227 (0.0%) (6.6%) (29.1%) (61.2%) (3.1%)
10～20万人未満 0 14 46 76 11
147 (0.0%) (9.5%) (31.3%) (51.7%) (7.5%)
20～30万人未満 2 12 25 7 1
47 (4.3%) (25.5%) (53.2%) (14.9%) (2.1%)
30～40万人未満 1 11 14 3 0
29 (3.4%) (37.9%) (48.3%) (10.3%) (0.0%)
40～50万人未満 1 8 10 1 1
21 (4.8%) (38.1%) (47.6%) (4.8%) (4.8%)
50万人以上 1 9 5 0 0
15 (6.7%) (60.0%) (33.3%) (0.0%) (0.0%)
指定都市 7 8 5 0 0
20 (35.0%) (40.0%) (25.0%) (0.0%) (0.0%)
全市 12 83 236 361 31
723 (1.7%) (11.5%) (32.6%) (49.9%) (4.3%)
各割合は、政務活動費を交付している723市の人口段階別の市数を基準としている。

【21-6】政務活動費の収支報告書への領収書添付状況
（令和3年12月31日現在）(単位：市の数)

人口段階別
すべて
添付

一定額
以上添付

添付して
いない

5万人未満 216 1 0
217 (99.5%) (0.5%) (0.0%)
5～10万人未満 227 0 0
227 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
10～20万人未満 147 0 0
147 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
20～30万人未満 47 0 0
47 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
30～40万人未満 29 0 0
29 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
40～50万人未満 21 0 0
21 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
50万人以上 15 0 0
15 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
指定都市 20 0 0
20 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
全市 722 1 0
723 (99.9%) (0.1%) (0.0%)
各割合は、政務活動費を交付している723市の人口段階別の市数を基準としている。
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【21-7】政務活動費の議員1人あたりの交付月額
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別

5万人未満
217
5～10万人未満
227
10～20万人未満
147
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
723
各割合は、政務活動費を交付している723市の人口段階別の市数を基準としている。

【21-8】情報公開条例に基づく公開請求の状況
（令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答）(単位：市の数)

人口段階別

5万人未満
14
5～10万人未満
15
10～20万人未満
13
20～30万人未満
7
30～40万人未満
1
40～50万人未満
4
50万人以上
6
指定都市
7
全市
67

その他

249
(34.4%)

「不開示文書」の公開請求が4市においてあった。

2万円以上
3万円未満

3万円以上
5万円未満

5万円以上
10万円未

満

10万円以
上20万円

未満

1万円
未満

31
(14.3%)

20万円以
上30万円

未満

30万円
以上

1万円以上
2万円未満

117
(53.9%)

21
(9.7%)

1
(0.5%)

1
(0.5%)

046

(0.0%)
0

(0.0%)
0

(0.0%)
0

(0.0%)
0

(0.0%)

(0.0%)
0

(2.2%)
4

(2.7%)
0

113
(49.8%)

(0.0%)
0

(12.9%)
0

(0.0%)
0

(21.2%)

活動報告書
視察報告書

収支報告書 領収書 会計帳簿 支出伝票

0
(0.0%) (20.0%)

0 4
(20.0%)

4540
(5.5%)

170
(23.5%)

(0.0%)
0

(0.0%)

(0.0%)

(31.7%)
19

5

13
(1.8%)

(0.0%)
117

(16.2%)

(0.0%)
80

(11.1%)

(46.7%)

(65.0%)

27
(11.9%)

54
(36.7%)

12
(25.5%)

0
(0.0%)

0

46
(31.3%)

5
(10.6%)

1
(3.4%) (10.3%)

0
(0.0%)

0

3

72 1
(0.4%)

1

(42.6%)
16

(55.2%)
8

(38.1%)
3

9
(4.0%)

23
(15.6%)

20
(0.7%)

9
(19.1%)

9
(31.0%)

13

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0

(0.0%)
0

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

1
(2.1%)

0

(0.0%)

(92.9%)
2

(14.3%)

(0.0%)
0

(0.0%)
0

(0.0%)
0

(15.0%)
9

(1.2%)

(0.0%)
5

(33.3%)
3

(6.2%)

(61.9%)
7

13

(0.0%)
0

(0.0%)
13

2
(28.6%)

12 0 1 1
(85.7%) (0.0%) (7.1%) (7.1%)

0
(0.0%)

2
(50.0%)

2
(33.3%)

12
(80.0%)

8
(61.5%)

6
(85.7%)

13 4 2 8 4
(86.7%) (26.7%) (13.3%) (53.3%) (26.7%)

9 4 2 5 4
(69.2%) (30.8%) (15.4%) (38.5%) (30.8%)

6 4 4 5 1
(85.7%) (57.1%) (57.1%) (71.4%) (14.3%)

1 1 0 0 1
(100.0%) (100.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%)

2 1 0 1 2
(50.0%) (25.0%) (0.0%) (25.0%) (50.0%)

5 1 2 3 4
(83.3%) (16.7%) (33.3%) (50.0%) (66.7%)

3 0 0 1 2
(42.9%) (0.0%) (0.0%) (14.3%) (28.6%)

各割合は、政務活動費を交付している723市のうち、情報公開条例に基づく公開請求のあった67市の人口段階別の市数を基準としている。

20
(76.1%) (22.4%) (16.4%) (35.8%) (29.9%)

45
(67.2%)

51 15 11 24
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【21-9】情報公開条例に基づく公開請求によらない公開の状況
（令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答）(単位：市の数)

人口段階別 収支報告書 領収書 会計帳簿 支出伝票
活動報告書
視察報告書

その他

5万人未満 184 152 55 40 137 66
202 (91.1%) (75.2%) (27.2%) (19.8%) (67.8%) (32.7%)
5～10万人未満 198 169 65 33 151 84
215 (92.1%) (78.6%) (30.2%) (15.3%) (70.2%) (39.1%)
10～20万人未満 135 121 72 41 111 67
146 (92.5%) (82.9%) (49.3%) (28.1%) (76.0%) (45.9%)
20～30万人未満 42 39 25 18 39 22
45 (93.3%) (86.7%) (55.6%) (40.0%) (86.7%) (48.9%)
30～40万人未満 25 23 12 12 20 15
28 (89.3%) (82.1%) (42.9%) (42.9%) (71.4%) (53.6%)
40～50万人未満 21 19 14 12 16 12
21 (100.0%) (90.5%) (66.7%) (57.1%) (76.2%) (57.1%)
50万人以上 11 7 4 3 5 7
14 (78.6%) (50.0%) (28.6%) (21.4%) (35.7%) (50.0%)
指定都市 20 19 8 6 14 11
20 (100.0%) (95.0%) (40.0%) (30.0%) (70.0%) (55.0%)
全市 636 549 255 165 493 284
691 (92.0%) (79.5%) (36.9%) (23.9%) (71.3%) (41.1%)

【21-10】ホームページ上での収支報告書等の公開状況
（令和3年12月31日現在、複数回答）(単位：市の数)

人口段階別 収支報告書 領収書 会計帳簿 支出伝票
活動報告書
視察報告書

その他

5万人未満 148 92 35 22 87 63
183 (80.9%) (50.3%) (19.1%) (12.%) (47.5%) (34.4%)
5～10万人未満 172 119 56 24 107 81
203 (84.7%) (58.6%) (27.6%) (11.8%) (52.7%) (39.9%)
10～20万人未満 124 89 57 30 83 66
144 (86.1%) (61.8%) (39.6%) (20.8%) (57.6%) (45.8%)
20～30万人未満 40 30 19 14 26 18
44 (90.9%) (68.2%) (43.2%) (31.8%) (59.1%) (40.9%)
30～40万人未満 24 17 12 10 15 13
28 (85.7%) (60.7%) (42.9%) (35.7%) (53.6%) (46.4%)
40～50万人未満 20 16 13 11 10 9
21 (95.2%) (76.2%) (61.9%) (52.4%) (47.6%) (42.9%)
50万人以上 11 7 3 3 3 7
14 (78.6%) (50.%) (21.4%) (21.4%) (21.4%) (50.0%)
指定都市 18 13 8 5 12 10
18 (100.0%) (72.2%) (44.4%) (27.8%) (66.7%) (55.6%)
全市 557 383 203 119 343 267
655 (85.0%) (58.5%) (31.%) (18.2%) (52.4%) (40.8%)

各割合は、政務活動費を交付している723市のうち、情報公開条例に基づく公開請求によらない公開を行っている691市の人口段階別の市数を基
準としている。

各割合は、政務活動費を交付している723市のうち、ホームページ上で収支報告書等の公開を行っている642市の人口段階別の市数を基準として
いる。
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【21-11】政務活動費に関する裁判の事例
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

市数

9

事例

政務活動費に関する裁判がある

96



22　費用弁償等

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別
支給して

いる
支給して
いない

その他

5万人未満 161 125 1
287 (56.1%) (43.6%) (0.3%)
5～10万人未満 91 155 1
247 (36.8%) (62.8%) (0.4%)
10～20万人未満 50 99 0
149 (33.6%) (66.4%) (0.0%)
20～30万人未満 14 31 2
47 (29.8%) (66.0%) (4.3%)
30～40万人未満 8 20 1
29 (27.6%) (69.0%) (3.4%)
40～50万人未満 8 12 1
21 (38.1%) (57.1%) (4.8%)
50万人以上 10 5 0
15 (66.7%) (33.3%) (0.0%)
指定都市 9 11 0
20 (45.0%) (55.0%) (0.0%)
全市 351 458 6
815 (43.1%) (56.2%) (0.7%)
「その他」は、特例条例により、当分の間、支給を停止している市等。

【22-2】費用弁償の対象となっている会議
（令和3年12月31日現在、複数回答）（単位：市の数）

人口段階別 本会議 委員会 協議等の場

5万人未満 157 161 120
161 (97.5%) (100.0%) (74.5%)
5～10万人未満 90 91 74
91 (98.9%) (100.0%) (81.3%)
10～20万人未満 50 50 35
50 (100.0%) (100.0%) (70.0%)
20～30万人未満 14 14 9
14 (100.0%) (100.0%) (64.3%)
30～40万人未満 8 8 7
8 (100.0%) (100.0%) (87.5%)
40～50万人未満 8 8 6
8 (100.0%) (100.0%) (75.0%)
50万人以上 10 10 4
10 (100.0%) (100.0%) (40.0%)
指定都市 9 9 5
9 (100.0%) (100.0%) (55.6%)
全市 346 351 260
351 (98.6%) (100.0%) (74.1%)
各割合は、費用弁償を支給している351市の人口段階別の市数を基準としている。

【22-1】本会議、委員会等の議会の会議に出席した場合の費用弁償の支給状況
(議員派遣等による旅費は除く)
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【22-3】費用弁償の日額
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別 定額 実額
距離に応じた

交通費
その他

5万人未満 32 4 104 21
161 (19.9%) (2.5%) (64.6%) (13.0%)
5～10万人未満 28 1 52 10
91 (30.8%) (1.1%) (57.1%) (11.0%)
10～20万人未満 19 0 24 7
50 (38.0%) (0.0%) (48.0%) (14.0%)
20～30万人未満 5 0 6 3
14 (35.7%) (0.0%) (42.9%) (21.4%)
30～40万人未満 3 0 4 1
8 (37.5%) (0.0%) (50.0%) (12.5%)
40～50万人未満 4 1 3 0
8 (50.0%) (12.5%) (37.5%) (0.0%)
50万人以上 5 0 1 4
10 (50.0%) (0.0%) (10.0%) (40.0%)
指定都市 0 0 6 3
9 (0.0%) (0.0%) (66.7%) (33.3%)
全市 96 6 200 49
351 (27.4%) (1.7%) (57.%) (14.0%)
各割合は、費用弁償を支給している351市の人口段階別の市数を基準としている。

【22-4】費用弁償の日額(定額)の支給額別内訳
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

人口段階別 1千円未満
1千円以上
2千円未満

2千円以上
3千円未満

3千円以上
5千円未満

5千円以上

5万人未満 4 14 14 0 0
32 (12.5%) (43.8%) (43.8%) (0.0%) (0.0%)
5～10万人未満 0 9 18 1 0
28 (0.0%) (32.1%) (64.3%) (3.6%) (0.0%)
10～20万人未満 0 13 5 1 0
19 (0.0%) (68.4%) (26.3%) (5.3%) (0.0%)
20～30万人未満 0 0 5 0 0
5 (0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (0.0%)
30～40万人未満 0 1 2 0 0
3 (0.0%) (33.3%) (66.7%) (0.0%) (0.0%)
40～50万人未満 0 0 0 4 0
4 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)
50万人以上 0 0 0 4 1
5 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (80.0%) (20.0%)
指定都市 0 0 0 0 0
0 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
全市 4 37 44 10 1
96 (4.2%) (38.5%) (45.8%) (10.4%) (1.0%)
各割合は、費用弁償の日額を定額で支給している96市の人口段階別の市数を基準としている。
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人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

（令和3年12月31日現在、複数回答）(単位：市の数)

人口段階別

疾病や自己都合等
により一定期間、
議会の会議を欠席

したとき

懲罰により出席停
止処分を科せられ

たとき

逮捕、拘留その他
の身体の拘束を
受けたとき

その他

5万人未満 67 9 40 6
79 (84.8%) (11.4%) (50.6%) (7.6%)
5～10万人未満 45 4 25 12
61 (73.8%) (6.6%) (41.0%) (19.7%)
10～20万人未満 33 2 17 2
36 (91.7%) (5.6%) (47.2%) (5.6%)
20～30万人未満 11 1 4 4
16 (68.8%) (6.3%) (25.0%) (25.0%)
30～40万人未満 4 0 5 2
9 (44.4%) (0.0%) (55.6%) (22.2%)
40～50万人未満 3 2 5 0
6 (50.0%) (33.3%) (83.3%) (0.0%)
50万人以上 3 1 0 1
5 (60.0%) (20.0%) (0.0%) (20.0%)
指定都市 2 1 5 0
8 (25.0%) (12.5%) (62.5%) (0.0%)
全市 168 20 101 27
220 (76.4%) (9.1%) (45.9%) (12.3%)

【22-5】欠席又は出席停止議員に対する議員報酬又は期末手当の減額又は
支給停止の規定状況

【22-6】欠席又は出席停止議員に対する議員報酬又は期末手当の減額又は
支給停止の事由

各割合は、議員報酬等に関する条例（特例条例含む）で欠席又は出席停止議員に対する議員報酬又は期末手当の減額又は支給停止を規
定している220市の人口段階別の市数を基準としている。

議員報酬等に関する条例(特例条例含む)
で規定している

（令和3年12月31日現在）(単位：市の数)

79
(27.5%)

61
(24.7%)

36
(24.2%)

16
(34.0%)

9
(31.0%)

6
(28.6%)

5
(33.3%)

8
(40.0%)

220
(27.0%)
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人口段階別
一定期間の欠席に
「出産」を含めてい

る

一定期間の欠席か
ら｢出産｣を除外して

いる
その他

5万人未満 17 39 11
67 (25.4%) (58.2%) (16.4%)
5～10万人未満 13 26 6
45 (28.9%) (57.8%) (13.3%)
10～20万人未満 8 18 7
33 (24.2%) (54.5%) (21.2%)
20～30万人未満 6 4 1
11 (54.5%) (36.4%) (9.1%)
30～40万人未満 1 3 0
4 (25.0%) (75.0%) (0.0%)
40～50万人未満 1 1 1
3 (33.3%) (33.3%) (33.3%)
50万人以上 2 1 0
3 (66.7%) (33.3%) (0.0%)
指定都市 2 0 0
2 (100.0%) (0.0%) (0.0%)
全市 50 92 26
168 (29.8%) (54.8%) (15.5%)

（令和3年1月1日～令和3年12月31日）(単位：市の数)

人口段階別 開催した

5万人未満 27
287 (9.4%)
5～10万人未満 41
247 (16.6%)
10～20万人未満 23
149 (15.4%)
20～30万人未満 14
47 (29.8%)
30～40万人未満 11
29 (37.9%)
40～50万人未満 8
21 (38.1%)
50万人以上 9
15 (60.0%)
指定都市 6
20 (30.0%)
全市 139
815 (17.1%)

【22-7】一定期間の欠席における「出産」の取扱い

【22-8】特別職報酬等審議会の開催状況

（令和3年12月31日現在）(単位：市の数)

各割合は、欠席又は出席停止議員に対する議員報酬又は期末手当の減額又は支給停止の事由として「疾病や自己都合等により一定期
間、議会の会議を欠席したとき」と規定している168市の人口段階別の市数を基準としている。
その他は、「その他議長が必要と認めるもの」に該当する等。
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23　その他議会の活動に関すること

【23-2】議員派遣（地方自治法第100条第13項）の事例（平均）
（令和3年1月1日～令和3年12月31日)

30～40万人未満

40～50万人未満

議員派遣件数が1件以上の市の平均をそれぞれ算出している。

13市でオンラインによる市内への議員派遣が実施され、45市でオンラインによる市外への議員派遣が実施された。

(0.0%)15

20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上

10～20万人未満
149

2
(4.3%)

2
(6.9%)

1
(4.8%)

0

【23-1】議会による事務事業評価の実施状況

0
(0.0%)

48
(5.9%)

指定都市
20
全市
815

（令和3年12月31日現在）(単位：市の数)

実施した

22
(7.7%)

15
(6.1%)

6
(4.0%)

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247

議会の議決
による

派遣件数

議長決裁
による

派遣件数
総件数

議会の議決
による

派遣件数

議長決裁
による

派遣件数

2.6 3.0

総件数

5万人未満
4.9 9.6 8.8 3.5 4.2 4.4

287

人口段階別

市内への議員派遣 市外への議員派遣

3.0
247
10～20万人未満

2.1 3.6 3.2 2.9 2.0 2.7
149

5～10万人未満
2.8 4.1 3.8

2.7
47

1.3 1.8 2.0 3.6 3.0 3.4
29

20～30万人未満
1.8 2.3 2.3 3.1 2.2

1.0 2.0 1.7

1.0 1.0
15

1.0 1.0 1.3
21

指定都市
5.0 1.0 5.5 3.8 2.2 3.5

事例無

3.1 3.5
815

20
全市

3.4 5.6 5.3 3.1

50万人以上
事例無 1.0 1.0

101



【23-3】会議規則に規定されている欠席事由
（令和3年12月31日現在、複数回答）(単位：市の数)

30～40万人未満

40～50万人未満

30～40万人未満

40～50万人未満

その他としては、災害、忌引等がある。

(89.2%) (7.0%)

17 2
(80.0%) (100.0%) (85.0%) (10.0%)

758 785 727 57

14 2
15 (93.3%) (93.3%) (93.3%) (13.3%)

(89.7%) (17.2%)
19 21 19 2

21 (90.5%) (100.0%) (90.5%) (9.5%)

39 6
(87.2%) (93.6%) (83.0%) (12.8%)

26 29 26 5

(87.9%) (6.9%)
142 142 138 12

(95.3%) (95.3%) (92.6%) (8.1%)

287 (94.4%) (96.5%) (89.5%) (3.8%)
5～10万人未満 229 238 217 17

人口段階別
配偶者の出産

補助
出産

（議員本人）
（その他の）やむ

を得ない事由
その他

5万人未満 271 277 257 11

15
指定都市

全市
815

20
15

(75.0%)
739

(90.7%)

全市
815

14 14

16 20

(93.0%) (96.3%)

(92.7%) (96.4%)

41 44

(89.7%) (100.0%)

247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47

29

指定都市

50万人以上

20

公務 疾病 育児 看護 介護

50万人以上

5～10万人未満
247

人口段階別

5万人未満
287

10～20万人未満

21

149
20～30万人未満
47

29

270
(94.1%)

224
(90.7%)

231
(93.5%)

270
(94.1%)

270
(94.1%)

(80.0%)

139
(93.3%)

39
(83.0%)

22

269
(93.7%)

274
(95.5%)

144
(96.6%)

42
(89.4%)

28
(75.9%)

19
(90.5%)

12

40
(85.1%)

(93.1%)

19
(95.0%)

772
(94.7%)

231
(93.5%)

142
(95.3%)

39
(83.0%)

26
(89.7%)

19
(90.5%)

14
(93.3%)

(96.6%)
19

(90.5%)
15

(100.0%)

(90.5%)
14

(93.3%)
18 18

(90.0%)(90.0%)
759 761

(93.4%)

16
(80.0%)

756
(92.8%)

232
(93.9%)

142
(95.3%)

40
(85.1%)

26
(89.7%)

19
(90.5%)

14
(93.3%)

232
(93.9%)

139
(93.3%)

26
(89.7%)

19
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人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【23-5】欠席事由の具体的な運用の規定形式

人口段階別 要綱や規程 申合せ その他

5万人未満 11 28 4
41 (26.8%) (68.3%) (9.8%)
5～10万人未満 6 19 4
26 (23.1%) (73.1%) (15.4%)
10～20万人未満 7 7 0
14 (50.0%) (50.0%) (0.0%)
20～30万人未満 2 3 1
6 (33.3%) (50.0%) (16.7%)
30～40万人未満 2 4 0
6 (33.3%) (66.7%) (0.0%)
40～50万人未満 0 0 2
2 (0.0%) (0.0%) (100.0%)
50万人以上 2 2 0
2 (100.0%) (100.0%) (0.0%)
指定都市 1 1 0
1 (100.0%) (100.0%) (0.0%)
全市 31 64 11
98 (31.6%) (65.3%) (11.2%)
各割合は、欠席事由の具体的な運用を規定している98市を基準としている。

【23-4】欠席事由の具体的な運用の規定状況

（令和3年12月31日、複数回答)（単位：市の数）

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

(9.4%)
6

(12.8%)
6

(20.7%)

規定している

41
(14.3%)

26
(10.5%)

14

2

98
(12.0%)

(9.5%)
2

(13.3%)
1

(5.0%)
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人口段階別 規定した欠席期間 その他

5万人未満 603
277 (80.4%)
5～10万人未満 5
238 (0.7%)
10～20万人未満 2
142 (0.3%)
20～30万人未満 136
44 (18.1%)
30～40万人未満 1
29 (0.1%)
40～50万人未満 3
21 (0.4%)
50万人以上
14
指定都市
20
全市
785

【23-8】各事由による欠席事例
（令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答)（単位：市の数）

育児

事例有

54

497

14

(95.5%)
各割合は、欠席事由として出産（議員本人）を規定している785
市を基準としている。

事由

公務

疾病

12
(85.7%)

16
(80.0%)

750

(93.2%)
25

(86.2%)
21

(100.0%)

226
(95.0%)

138
(97.2%)

41

【23-6】出産(議員本人)における欠
席期間の会議規則への規定状況

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

規定している

271
(97.8%)

出産（議員本人）

介護

配偶者の出産

看護

32

5

18

56

【23-7】会議規則に規定した欠席
期間

産前6週　産後8週

産前7週　産後8週

産前7週　産後9週

産前8週　産後8週

産前8週　産後9週

産前8週　産後10週

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

各割合は、出産(議員本人)における欠席期間を会議規則
に規定している750市を基準としている。
多胎妊娠を除く期間。
産前8週産後10週と規定している3市は、ともに産前産後
16週を限度としている。
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人口段階別 制定している

5万人未満 57
287 (19.9%)
5～10万人未満 41
247 (16.6%)
10～20万人未満 37
149 (24.8%)
20～30万人未満 10
47 (21.3%)
30～40万人未満 10
29 (34.5%)
40～50万人未満 7
21 (33.3%)
50万人以上 2
15 (13.3%)
指定都市 8
20 (40.0%)
全市 172
815 (21.1%)

人口段階別
監査委員からの

文書
 本会議におけ
る説明・質疑

 委員会におけ
る説明・質疑

 その他

5万人未満 52 5 11 0
57 (91.2%) (8.8%) (19.3%) (0.0%)
5～10万人未満 40 2 4 0
41 (97.6%) (4.9%) (9.8%) (0.0%)
10～20万人未満 35 3 4 0
37 (94.6%) (8.1%) (10.8%) (0.0%)
20～30万人未満 10 0 0 0
10 (100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
30～40万人未満 10 1 0 0
10 (100.0%) (10.0%) (0.0%) (0.0%)
40～50万人未満 7 0 0 0
7 (100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
50万人以上 2 0 0 0
2 (100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
指定都市 8 0 0 0
8 (100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
全市 164 11 19 0
172 (95.3%) (6.4%) (11.0%) (0.0%)

【23-9】「市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」(地方自治法第243条
の2)の制定状況
（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

【23-10】「市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」の制定に関する監査
委員の意見聴取方法

各割合は、市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(地方自治法第243条の２)を制定している172市の人口段階別の市数を基準として
いる。

(令和3年1月1日～令和3年12月31日、複数回答)(単位：市の数)
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人口段階別 人口段階別

5万人未満 5万人未満
287 287
5～10万人未満 5～10万人未満
247 247
10～20万人未満 10～20万人未満
149 149
20～30万人未満 20～30万人未満
47 47
30～40万人未満 30～40万人未満
29 29
40～50万人未満 40～50万人未満
21 21
50万人以上 50万人以上
15 15
指定都市 指定都市
20 20
全市 全市
815 815

人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

【23－11】議会図書室における専任又
は兼任の司書（司書有資格者）の配
置状況

(0.0%)
10

(0.8%)
0

(0.0%)
1

(2.1%)
0

(4.8%)
0

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

配置している

0
(0.0%)

2

3

【23－12】議会図書室と公立図書館
又は大学図書館等との連携状況

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

連携している

8
(2.8%)

13
(5.3%)

15
(10.1%)

3
(6.4%)

(0.0%)
1

(75.0%)
68

【23－13】議会図書室の一般利用（地
方自治法第100条第20項）の状況

(10.3%)
8

(38.1%)
3

(20.0%)
15

(50.0%)
14

(1.7%) (8.3%)
司書（司書有資格者）は正職員又は嘱託職員（会計年度任
用職員）いずれの場合も含む。

連携とは、図書の貸し出しやレファレンスサービス等を受け
ることが可能な状態のこと。

12

議員報酬

159
(55.4%)

147
(59.5%)

118
(79.2%)

33
(70.2%)

20
(69.0%)

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

(63.2%)

(57.1%)
8

(53.3%)
18

(90.0%)
515
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人口段階別 人口段階別

5万人未満 5万人未満
287 190
5～10万人未満 5～10万人未満
247 189
10～20万人未満 10～20万人未満
149 122
20～30万人未満 20～30万人未満
47 39
30～40万人未満 30～40万人未満
29 28
40～50万人未満 40～50万人未満
21 18
50万人以上 50万人以上
15 12
指定都市 指定都市
20 19
全市 全市
815 617

人口段階別

5万人未満
190
5～10万人未満
189
10～20万人未満
122
20～30万人未満
39
30～40万人未満
28
40～50万人未満
18
50万人以上
12
指定都市
19
全市
617

(26.3%)
245

(39.7%)
災害の一例として感染症を追加しただけで、感染症に特化し
た対応を規定していない際は含めない。

各割合は、議会独自の災害対応方針を制定している617市
の人口段階別の市数を基準としている。

9
(50.0%)

7
(58.3%)

5

(35.2%)
13

(33.3%)
17

(60.7%)

74
(38.9%)

77
(40.7%)

43

規定している

【23-14】議会独自の災害対応方針の
制定状況

【23-15】議会BCPの制定状況

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

6
(30.0%)

226
(27.7%)

明文化された申合せ、行動指針、対応マニュアル、議会災害
対策本部設置要綱、BCP等議会としての災害時の対応方針
の制定状況であり、執行機関で制定した災害時の対応方針
に議会が含まれている場合は含めない。

(57.1%)
12

(66.7%)

46
(37.7%)

14
(35.9%)

16

制定している

55
(28.9%)

70
(37.0%)

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

制定している

190
(66.2%)

189
(76.5%)

(95.0%)
617

(81.9%)
39

(83.0%)
28

(96.6%)
18

122

(75.7%)

(85.7%)
12

(80.0%)
19

7
(58.3%)

各割合は、議会独自の災害対応方針を制定している617市
の人口段階別の市数を基準としている。

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

【23－16】議会独自に制定した災害対
応方針における感染症対応の規定状
況

BCPとは「不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させ
ない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるた
めの方針、体制、手順等を示した計画のこと」（内閣府発行
『事業継続ガイドライン』より）。
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人口段階別

5万人未満
287
5～10万人未満
247
10～20万人未満
149
20～30万人未満
47
30～40万人未満
29
40～50万人未満
21
50万人以上
15
指定都市
20
全市
815

人口段階別
「押印」を「署名又は
記名押印」に改めた

「押印」を削除した
（署名又は押印を不
要とした）

会議規則を改正し
ていない（押印が必
要）

その他

5万人未満 245 1 28 13

287 (85.4%) (0.3%) (9.8%) (4.5%)
5～10万人未満 206 6 22 13
247 (83.4%) (2.4%) (8.9%) (5.3%)
10～20万人未満 119 7 9 14
149 (79.9%) (4.7%) (6.0%) (9.4%)
20～30万人未満 34 2 3 8
47 (72.3%) (4.3%) (6.4%) (17.0%)
30～40万人未満 19 2 3 5
29 (65.5%) (6.9%) (10.3%) (17.2%)
40～50万人未満 19 0 0 2
21 (90.5%) (0.0%) (0.0%) (9.5%)
50万人以上 10 0 1 4
15 (66.7%) (0.0%) (6.7%) (26.7%)
指定都市 10 2 1 7
20 (50.0%) (10.0%) (5.0%) (35.0%)
全市 662 20 67 66
815 (81.2%) (2.5%) (8.2%) (8.1%)

【23－18】請願に係る会議規則（標準市議会会議規則第139条）の改正状況

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

その他は、標準市議会会議規則改正以前から「署名又は記名押印」等に改正済み。

【23－17】議会書式における押印廃止の状況

（令和3年12月31日現在）（単位：市の数）

会議規則及び委員会条例等に基づく書
式における押印を廃止した

(61.9%)

171
(59.6%)

159
(64.4%)

103
(69.1%)

36
(76.6%)

21
(72.4%)

13

一部でも廃止した場合を含む。

7
(46.7%)

18
(90.0%)

528
(64.8%)
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【別紙－1】政治分野の男女共同参画に関する議会の取組

(令和3年1月1日～令和3年12月31日)

都道府県 市区名 人口段階 具体的内容

北海道 江別市 C
江別市ハラスメント防止に関する指針の更新の際に、相
談窓口として議会事務局（事務局長・議会事務局次長）の
記載を追加。

岩手県 遠野市 A 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

宮城県 名取市 B
本市の男女共同参画推進委員会と議員との意見交換会
を実施した。

秋田県 湯沢市 A
小冊子「自治体議員のコンプライアンス」を全議員に配布
し、議員全員協議会で確認した。

秋田県 大仙市 B 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

福島県 会津若松市 C

議会制度に関する課題の討議を行う組織として「政策討
論会議会制度検討委員会」を設置しており、議員のほ
か、市民委員２名（うち、１名以上は必ず女性とする）が会
議に参加している。

新潟県 加茂市 A 議員を対象に、男女共同参画に関する講演会を行った。
新潟県 妙高市 A 市内の女将の会と議員との意見交換会を実施した。
新潟県 胎内市 A 女性委員・会員等との意見交換会を実施。
福井県 坂井市 B 男女共同参画センターと意見交換を行った。

長野県 長野市 E
議員を対象にハラスメント研修を実施した。長野市議会に
おけるハラスメントの防止等に関する要綱の作成に着手
した。

長野県 駒ヶ根市 A 民間企業で活躍する女性役員を講師に研修会を行った。
長野県 安曇野市 B 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
東京都 府中市 D 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
東京都 小平市 C 議員を対象にハラスメント研修を行った。

東京都 国立市 B
議会報で議会のジェンダーバランスについての記事を掲
載した。

東京都 足立区 G 全議員を対象にハラスメント全般の研修を実施した。

神奈川県 横浜市 H

（法第10条関係）・小中学生向け議事堂見学 【実施日】
平日（原則、会期中を除く）【実施内容】議事堂内部の見
学及び別室で児童向け教材動画を用いた市会の概要説
明（全体で２時間程度）・高校生市会訪問【実施日】年１回
（例年12月頃）【実施内容】18歳選挙権の導入に伴う主権
者教育として、市立高校生を市会に招き、市会見学や市
会議員との懇談・質疑応答等を通じて、地方議会制度や
二元代表制への理解を促す。 （市会見学：30分程度、議
員との懇談：１時間程度）・児童向け教材動画・広報動画
作成 児童生徒や保護者をはじめ、市民の方の議会への
理解を深めてもらうため、児童向け教材動画及び広報動
画を作成する。

神奈川県 小田原市 C
自治体議員のコンプライアンスに係る冊子を全議員に配
付した。

神奈川県 南足柄市 A 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

茨城県 取手市 C

オンライン委員会の招集、出席を可能に市議会会議規
則、市議会委員会条例を改正。当初は災害や感染症の
蔓延時を基本にしていたが、妊娠、出産、介護、自らの疾
病等、議会の欠席事由に該当する場合、委員長の許可
によりオンライン出席を認めることにした。この背景には、
平成29年12月～平成30年6月まで設置した「女性議員に
よる議会改革調査特別委員会」において、女性が議員と
して参画しやすくなるよう、ICTの積極的活用を提言してき
たことがある。今後、本会議へのオンライン出席が実現す
るよう、官・民・学で取り組んでいる。

※記載内容は自由記述回答（任意）の通り
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栃木県 足利市 C 市内の女性団体と議員との意見交換会を実施した。
埼玉県 川越市 E 議員を対象にハラスメント研修を実施した（書面研修）。
埼玉県 狭山市 C 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
埼玉県 富士見市 C 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
埼玉県 坂戸市 B 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
千葉県 銚子市 B 議員全員を対象にコンプライアンス研修を実施した。

静岡県 沼津市 C
大学教授等を講師とした議員のＬＧＢＴ研修会を開催し
た。

静岡県 三島市 C
政治分野における男女共同参画の推進のため、三島市
議会ダイバーシティ推進検討特別委員会を設置した。

静岡県 富士宮市 C

市内高校からの依頼により、高校生による当市議会の全
女性議員(4人)を対象にした取材を受けた。テーマは、「女
性の社会進出について」であり、このテーマとＳＤＧｓを含
めた視点による取材が行われた。

静岡県 藤枝市 C
市内の女性団体（国際ソロプチミスト藤枝）と議員（広報広
聴委員７名）との「議会タウンミーティング」を実施した。

静岡県 伊豆市 A 職員のハラスメント防止研修に議員も参加した。

愛知県 岡崎市 E
議員を対象に、ハラスメントを含む政治倫理に関する研
修を実施した。

愛知県 小牧市 C
ハラスメントと情報管理を中心とした地方議会議員に求め
られるコンプライアンスに関する研修会を実施した。

愛知県 新城市 A 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

愛知県 大府市 B
議員を対象にハラスメントに関する内容を含んだ研修を
実施した。

愛知県 長久手市 B 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

三重県 四日市市 E
理事者の女性管理職との懇談等を経て、議長へ申し入れ
を行った・議員を対象にハラスメント研修を実施した。

岐阜県 岐阜市 F
会議規則を改正し、欠席事由に育児や配偶者の出産補
助等を追加した。

大阪府 堺市 H
全議員を対象としている議員研修会において、「政治分野
における男女共同参画推進法をどう活かすか」をテーマと
して研修会を実施した。

大阪府 池田市 C
令和3年9月30日に、「池田市の職員及び市議会議員の
ハラスメント防止に関する条例」を議員提案で制定した。

大阪府 泉南市 B
選択的夫婦別姓制度の法制化に関する議論を求める意
見書を可決した。

滋賀県 大津市 E 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
兵庫県 芦屋市 B 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

兵庫県 豊岡市 B
男女共同参画社会の実現を目指して活動している市内の
団体と議員との懇談会を実施した。

兵庫県 たつの市 B 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
兵庫県 加西市 A 市内の女性団体と議員との意見交換会を実施した。

和歌山県 海南市 A 市内の女性団体との意見交換会を実施した。

和歌山県 岩出市 B
全議員研修を企画していたがコロナ感染拡大のため中止
となった。

島根県 浜田市 B
浜田市議会議員政治倫理条例の一部改正議員研修会を
実施。

岡山県 笠岡市 A 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

広島県 安芸高田市 A
標準市議会会議規則に準じて、欠席に係る要件を見直し
た。

山口県 山口市 C 市内の女性団体と議員との意見交換会を実施した。

山口県 光市 A
光市議会政治倫理条例を改正し、政治倫理基準として各
種ハラスメント行為を行わないことを明記した。

香川県 丸亀市 C 議員を対象にハラスメント研修を実施した。
愛媛県 西予市 A 市内女性防火クラブとの意見交換会を実施した。

福岡県 北九州市 H
議会改革協議会において、「多様な人材が活躍できる議
会の環境づくり」を協議事項に具体的取組を検討中。
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福岡県 中間市 A 議員を対象にハラスメント研修を実施した。

大分県 大分市 F
全議員を対象に、実際にあった事例を交えハラスメント研
修を実施した。

宮崎県 宮崎市 F
市議会議員政治倫理条例の政治倫理基準にハラスメント
を行わない旨の規定をした。

鹿児島県 奄美市 A 県の職員を講師に議員研修会を開催した。
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お問合せ先 

全国市議会議長会 企画議事部 

 TEL  03-3262-2309 

 FAX  03-3263-5751 

https://www.si-gichokai.jp 


